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全国商エ会

平成3 0年廣被災地城販路開拓支攫薫藁 小規樓奮藁者持続化補助金
<平成3。年7月豪雨対策型 追加公蔓全> 【公募要領】

(寡彙期闔) *申讀手続の詳細は、 Pー36以降をょく ご確認ください〟

受付闔始: 平成30年ー 2月26日
纂ー次憂付締切 :平成3 ー年 ー月a [締切日当日消印有効]
簾2次受付締切 :平成3 ー年 4月ー (719 (予定) [締切日当日消印有効]

※送付のみ受付(持参は不可) 送付時の封筒の表に 30年 且豪雨対漿型 追加公寡分 応募賽類在中」 とお譬き

(ご注薫' ご遭緕)
。下醒のいずれかに餃当する小親積薫裏者が対鸞です。 (他の嚢件尊にっいては、 2以降をご鷹麓ください)

の團山疇'広亀幕'憂攣簾に所在する、 平戌 30年7月豪責にょり膚纉翼讐または轟上漬の闔纉翼
讐を憂けた小糧債薫彙壽

@巖亀鷹・轟締府・兵鷹彙ー農取鷹-膏褪薫'山ロ豪'藁知凛ー覆岡疇に所在する、 swan-$7
月藁闔にょり贋樓欟讐を翼けた小漬樓薫彙者

〇商工会議所の管轄地域で事業を営んでし`る小規模事業者にっし丶ては、 日本商工会議所が公表する公募
要領をご覧ください (全国商工会連合会ヘの申請はできません)。

〇本事業の申請に際しては、 地域の商工会の確認が必要となり 補助金事務局ヘの提出の前に、 wise—ma
「経営計画書' 「補助事業計画審 様式3」 の写しを提出のうえ 「事業支援計画書 様

式4 「様式4」)」 交付を依頼してください ([_
lt—Mfi‘bb'fli?‘wimwfi ~ '; 寶

域の商工会から 「様式4」 を得た後、 併せて上記提出先にこ (「様式4」 も必須提出書類です)
〇申請に際し、 必須提出書類等 く特に R等の電子媒体) の送付漏れかないよ う十分ご注意く たさい=

〇政府 一部の認定経営革新等支援機関や捕助金申謂のコンサルティングを行う事業者
補助金ヘの応募を代行すると称し` 作業等にかかる賓用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業'小規

模事業者等に請求する事例が行政当局に報告されているとのことです。
小規模事業者持統化補助金は、 小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し` 経営計画を作成した上で行う販
路開拓の取組を支援するものです。 ドバイスを受けること自体は問題有りませんが、
ない申請は採択の対象となり ませんのでご注意<ださい。

成功報酬等と称される費用 申請書作成セミナ一と称される費用や補助金申請等にかかる経費に
は補助対象外です。

平成30年ー
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3・ 補助率等

事業実施期間等 〝'

8・ 補助事業者の義務 """ー'""・""""・"""・"一""""""""〟""

N, 応募時提出資料
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ー・

平成3 2 8日から 8
「平成3 という。) は、 災害救助法
適用市町村のぁる ー府ー 0県 (岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・
山ロ県・愛媛県'高知県・福岡県) (以下 「被災地域」 という。)

業者が、

こ ぅ 上記
事業を実施し、

 

 

 

 

 

 

 

(ー) から (5)
者 であることと

(ー) 上記 に所在する、

【ー】 について
とは

(店舗 が、 上記
ることを意味します。

*例えぱ、 外にあるが実際の所在地は 「被災地

「被災地域」 「被災~

_ `

(逆に、

【2】 について

広島県・
'一 〝

もし<は、 と。

'京都府・ 兵庫県' 山ロ県 県岡県:
ご の〝 - -

業者でぁること。

   

〇本薫彙の目的と補助対象者

事藁の目的ー〝

0年6月 7月 日にかけて中国地方を中心に生じた記録的な大雨(以下'
。年7月豪雨」 甚大な被害が生じた災害であり、'特に、

において、 多くの小規模事
生産設備や販売拠点の流出・揖壊や、 顧客や販路の喪失という状況に直面してぃます。'
した小規模事業者の事業再建を支援するため、 「被災地域」 を対象とずる本補助

早期に新たな経営計画を作成し、 事業再建に取り組むのにぁたり、 経営計画
に沿って販路開拓に取り組むのに要ナる経賽の一部を補助するものです。

'2' 補助対彙者
本事業の補助対象者は 决の に掲げる要件をいずれも満たす小規模事業

(単独または複数の小規模事業者) します。

「被災地城」 平成3 0年7月蒙雨の影を受けた小規模事業者

「被災地城に所在する事業者」
「被災地域に所在するJ 補助を受けて取り組もうとする販路開拓の事業を行
う事業所 エ場・ 事務所等) 「被災地域」 に該当する府県内にぁ

登記簿上の本店所在地は 「被災地域」

域」 内にぁる場合ゃ、 本‡土は 「被災地城」外にあるが支社等は 「被災地城」 内に
あって販路開拓の事業を 内の文社等で行おう とする場合には、
地域に所在する事業者J となります。

登記簿上の本店所在地は 「被災地域」 内にぁるが 「被災地域」 内に事業所を
有さない場合には 〟「被災地域に所在する事業者」 ではぁりません。)

「平成3 0年7月豪雨の影一を受けた事業者」
輔助を受けて取り組む販路開拓の事業を行おうとする事業所の所在地が、 次のの、

@のいずれの府県内にぁるかで異なりますg

の岡山県' 愛媛県:
平成30年7月棗雨にょり、 “ 訂- …

上のが生した箏業者でぁる
@岐阜県' 烏取県・ 島根県・ EflE'

平成3。年7月篆南により、一 〟 == 縄 i 〟;



*例えば、 売上減の問接被害が

【2】

の要件を満たしますが、 他方、
上記一【2】

ます (P'39参照)

(コ ピ一でも可) を必要と し

ますが` 公的証明の提出に代ぇて、
述 でも可と します。

【3】 「小規模事業者J について
商エ業者 でぁり、

(商業'サ一ビス業 (宿泊業・娯楽業は除く) に属す
の事業者でぁること。

※上記に該当すれば、

:
 

(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 2
 

 

 

2 。人以下
  

:

被災にと
類ではなく、 現に行っている事業の業態、 再建後に予定している業態によって、 業種を判

例えば、 一般的な食堂 が、

し、 現在は、 (在庫性のある商
「製造業その他」 となり ます。

 

 

等) は、 「製造業」
 

 

(建設、 は、 商業 ・ サーピスに含まれな
い業として、 「その他」

 

 

 

2

事業所が上記@の地域と@の地域の計2か所にある、
生じた事業者のケースでは、 補助を受けて取り組む販路開拓の事業を行おう とする
事業所が@の地域の事業所であれば @に該当する事業者であるため上記 @

@の地域の事業所で販路開拓の事業を行おう とする
場合には丶 @の要件を満たさないことになります。

*上記のの地域に所在する事業所で直接被害を受け、 かっ、 上記のの地域に所在する
事業所で販路開拓の事業を行う場合には、政策的観点から採択審査時に加点を行し丶

※直接被害については` それを証する公的証明の添付
申請譬類の所定の欄への申請者自身による記

にの場合は、 証拠写真の添付が必須)

(会社<企業組合'協業組合を含む〉および個人事業主) 常時使
用する従業員の数が20人以下
る事業を主たる事業として営む者にっいては5人以下)

業種は問いません。

薯考ー 小規樓肇彙者の定讐
商業・サービス業 常時使用する従業員の数

常時使用する従業員の数 。人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数

賽考2 「藺彙'サービス幕」 「襲遣彙その他J の考ぇ方
もなし\ 事業内容が大きく変化していることも予想されるため、 日本標準産業分

定しますc

(在庫性・代替性のない価値を提供する業) 店舗の客席部分が
損壊 損壊を免れた厨房で弁当を製造してスーバー等で販売
品を製造する業) となっている場合は、

区分 考ぇ方
商彙 -サ一ビス彙 '他者から仕入れた商品を販兄する彙

'在鷹性'代費性のない価債を攪供する彙
※物品の製造能力がないとできない役務(機械類の整備等)
や物品の製造工程に組み込まれている役務 (非破壊検査

となります=

襲遭彙その他 ・在鷹性のぁる商贔を襲遣する彙
ー商彙'サ一ビス彙に倉まれない彙
※契約の成果物の仕様決定権が発注者にある請負要素が強
い業態 運送等)

製造業 になります。



補助対象なり
うる者 補助対象にならない者

・ ・ 医師
(株式会社、 合 ・ 歯科医師
同会社、 特例有限会社、 ・ 助産師
協業組合) ・組合 (企業組合・協業組合を除く)

・ 個人事業主 公益社団法人
・ 一般財団法人、
・ 医療法人
・

・ NP〇法人
・ 学校法人
・

・ 社会福祉法人
~

一 「平成3 (平
3 2 8 日)

創業予定者
・任意団体 等

 

 

 

 

 

 

:

本事業では、 以下の方は
(i)会社役員 (ただ し、 に含まれま

他社から受け入れている在籍出
向者

(iv) 育児休業中 ・ 介護休業中
パー ム労働者等

〈v一ー) または季

(ただ し、 「常時使用する
従業員」

「通常の従業員 (※)」 の所定労
働時問に比べて短ぃ者

※ 「通常の従業員」 について

判断される従業員と した待
遇を受ける賃金体系でぁる等、 雇用形態、

例えぱ、 ムの基幹的な働き

3

賽考3 :績助対驚となりぅる商ェ彙者の範團
本事業における、 うる商工業者の範囲は、 以下のとおりです。
補助対象となり
会社および会社に準ずる営利法人

合名会社、 合資会社、
企業組合・

'一般社団法人、
公益財団法人

宗教法人

農事組合法人

。年7月豪雨」 の発生時点
。年6月 で事業を行っていない

賽蕁4 「鸞時使用する従彙ー敷」 に倉めないもの
「常時使用する従業員数」 に含めないものと します。

従業員との兼務役員は 「常時使用する従業員」
す。)

(丑)個人事業主本人および同居の親族従業員
価)労働者派遣契約にょり就業している派遣社員、

〈申請時点で) '傷病休業中または休職中の社員
(v)以下のいずれかの条件に該当する、 トタイ

日々雇い入れられる者、 2か月以内の期聞を定めて雇用される者、
節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者

所定の期聞を超ぇて引き続き雇用されてぃる者は
に含まれます。)

(v一2)所定労働時問が同一の事業所に雇用される

本事業における通常の従業員とは` 社会通念に従い、 事業所において通常の従業員と
します。 労働契約の期問の定めがなし\ 長期雇用を前提と

賃金体系などを総合的に勘案して判断する
ことになります。

事業所にし丶わゆる正規型の従業員がいない場合、 フルタイ



方を その従業員が通常の従業員となり、 その従業員よ り所
(ー

が、 通常の従業員の4分の3以下でぁる) はパー
2) ム労働者」 「ー の所

か、

4分の3以下J

(2)
`

そちらに応募ください。
※商工会会員、 非会員を問ゎず、

   

して と。
   

(4)
採択 ' 交付決定を受けた者でないこと

。

(5) して不適当な
者」 と。

の 法人等 が、

(平成3年法律第7 7号) 以下同
でぁるとき、 または法人等の役員等

は営業所 ) の代表者をい
う。 以下同 か、 暴力団員 以下同

'

自己、 しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を

役員等が、
し、

るべき関係を有しているとき

して不適当な者」
に該当 ことを必須と

してぃる従業員がいれぱ、
定労債時間が短い従業員 日またはー週間の労働時問おょびーか月 の所定労働日数

トタィ ム労働者と します。

r(iii' パートタイ に該当するのは、 日の労働時問おょぴーか月
定労働日数が4分の3以下」 「ー週問の労働時問おょびーか月 の所定鵬曰数が

の齢に限りまず。

「被災地域_ のエ会の管地域内で事業 んでいること。
※商工会議所地区で事業を営んでし丶る小規模事業者は、全国商工会連合会が実施する
本事業には応募できません。・別途、 同様の事業を日本商工会議所でも行ってぉりま
すので、

〝

応募可能です。

(3)本事業ヘの応募の前提と 期の事= ==建に向けた〟

(申謂藺ニ記載していただきます。)
営計画 “CEL'CL‘Zé

平成3。年8月2ー 日公募開始の平成30年度予備費予算 被災地域販路開拓支援
事業 「小規模事業者持続化補助金」 に応募し、

(共同申疇の参画事業者の場合も含みます)

次ののから@に掲げる 「小規模事彙者持続化補助金の交付を受ける者と
のいずれにも該当しない者であるこ

咽人または法人をぃう。) 暴力団ー(暴力団員にょる不当な行為の防止等
に関する法律 第2条第2号に規定する暴力団をいぅ。
じ。) (個人である場合はその者、 法人でぁる場合
は役員または支店もしく (常時契約を締結する事務所をいう。

じ。) (同法第2条第6号に規定する暴力団員をいぅ。
じ。) でぁるとき

@ 役員等が、 自社も
加える目的をもって、 暴力団または暴力団員を利用ずるなどしてぃるとき

@ 暴力団または暴力団員に対して、 資金等を供給レ または便宜を供与する
など直接的ぁるぃは積極的に嚢力団の維持、 運営に協力 もしくは関与しているとき '

@ 役員等が、 暴力団または暴力団員でぁることを知りながら、 これと社会的に非薫され

※本事業への申請に際して、「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者と
しなぃことを申請書の提出時に誓約いただく します。



ー:
記入日: 平成 年 月 日

全国商工会連合会 会長 殿
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住所 (都道府県
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印
'
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平成3
豪雨対策型

当社は、 小規模事業者持続化補助金の交付を受
ける者と して、 して不適
当な者」 しません。
にょ り、

また、 「重要説明事項」 '(P・20~2ー) を確認し、
'

記

`

・補助事業計画書 (様式3) ~

・ 事業支援計画書
・補助金交付申請書 (様式5) し、

電子媒体 (CDーR USBメモ丿等)

・現在事項全部証明書または履歴事項全部証朋書
-

(第一表、 第二表、 収支内訳書 (ー ' 2面) または所得税青色申告決 `

(ー~4面)) または開業届
を作成し提出

5

・叶画賽の様式

【平成30年7月豪南対箕型 追加公寡分''全国商エ会連合会提出用】
(様式ー一 単独ー事業者にょる申請の揚合)

郵便番号

名から記載)

名称 ,

代表者の役臓
代表者氏名

(姓/名)

。年度被災地域販路開拓支援事業
小規模事業者持続ィヒ補助金<平成3 。年7月豪雨対策型 追加公募分>に係る申請書

。年度被災地域販路開拓支援事業 小規模事業者持続化補助金<平成3 0年7月
勘ロ公寡分>の交付を受けたいので、 下記の書類を添えて申請しまず。

申請書類の記載内容は真正でぁり、 かっ、

公募要領に定める 「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者と
のいずれにも該当 この誓約が虚偽でぁり、 またはこの誓約に反したこと
当方が不利益を被ることになっても、 異議は一切申し立てません。
申請にぁたっては、 公募要領に記載された

その内容を十分に理解しています。

'経営計画書 (様式2)

(様式4)〝 *依頼に基づき、 地城の商工会か作成しまず
*補助金事務局でぉ預かり 採択決定後に正式受理しまず

〇その他必要書類
〝

〇法人の場合
・貸借対照表おょび損益計算書 (直近ー期分) 〝

〝

〇個人事業主の場合
_'直近の確定申告書
算書

*収支内訳審がない揚合は貸借対照表おょび損益計算薔 (直近ー期分)



(様式ー一2
ー 記入日:平成 年 月 日

全国商工会連合会 殿
【※代表事業者のみを以下に記入】

住所 (都道府県

印
(姓/名)
電話番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成3

平成3 _

下記
_

して、

しません。

~ ~

また、 申請にあたっては、 「重要説朋事項」

記
・ 経営計画書 (様式2)
・

(様式4) -

ごとに作成を受け、

(様式5)
し、

電子媒体 (CD—R USBメモ丿 等)

・

~

・ 直近の確定申告書 (第一表、 第二表、 収支内訳書 (ー ' 2面) または所得税青色申告決
算書 (ー~4面)) または開業届

を作成し提出
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【平成3q年7月豪雨対簾型 追加公寡分'全国商エ会運合会提出用】
:複数事業者による共同申請の場合)

会長〝

郵便番号

名から記載)

名称
代表者の役欄

〝

代表者氏名

0年度被災地域販路開拓支援事業
小規模事業者持続イ齔補助金<平成3 0年_7月豪雨対策型 追力ロ公募分>に係る申請書

0年度被災地城販路開拓支援事業 小規模事業者持続化補助金<平成3 。年7月
篆雨対策型 勤=公募分>の交付を 共同申請者一監の事業者と共同で受けたいので、

[の書類を添ぇて申請します。
申請書類の記載内容は真正でぁり、 かっ、 当社おょび他の共同申詰者は、 いずれも小規模

事業者持続化補助金の交付を受ける者と 公募要領に定める 「小規模事業者持続化補助
〝 金の交付を受ける者と して不適当な者Jのいずれにも該当 この誓約が虚偽であり、
またはこの誓約に反したことにょり、 当方が不利益を被ることになっても、 異議は一切申し
立てません。

公募要領に記載された (P.2。ん2D を確認し、
その内容を十分に理解しています。‘W

*共同箏莱に参画する全事業者ごとに作成し、 まとめて提出してください。

補助事業計画書 (様式3) *共同事業としてーっ作成してくださぃ。

・事業支援計画書
*共同事業に参画する全事業者か所在する鐵の商工会 (おょび商工会費所) まとめ
て提出してくたさい

・補助金交付申請書
*共同事業と してーっ作成してくださぃ。 補助金事務局でお預かり 採択決定後に正式受理します

〇その他必要書類
〇法人の場合 (共同事業に参画する事業者ごとに必要)

貸借対照表おょび損益計算書 (直近ー期分)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書

〇個人事業主の場合 (共同事業に参画する事業者ごとに必要)

〝

*収支内訳暑がなぃ撮合は貸借対照表おょび損益計算薔 (直近ー期分)



 

郵便番号
 

 

名称
 

代表者の役職
 

 

代表者の氏名(姓/
名)

 

 

 

 

 

【その他共同申請者数 : 者】

 

郵便番号
 

 

名称
 

 

代表者の氏名(姓/
名)

 

 

 

 

 

郵便番号
 

 

 

 

名)
 

 

 

電話番号
 

 

郵便番号
 

 

 

代表者の役職
 

名)
 

 

 

 

電話番号
 

 

、 欄が足りない場合は、 追加 (コピー) してください。

 

 

【代表事業者】

複数事業者による共同申請/共同申請者一覧

住所御道府県名から記軸

電話番号

*代表事業者以外の共同申請者の数をご記入くださいc

住所櫛遭府県名から記樹

代表者の役職

電話番号

住所御道府県名から記椰
名称
代表者の役職
代表者の氏名(姓/

住所御道府県名から記樹
名称

代表者の氏名(姓/

*参画事業者数が多く



く応募者の概要>

経営 n
u
ll

(様式2)

 

(フリ ガナ)
名称 (商号または屋号)

 

法人番号 (ー3桁) ※ー
 

 

 

)

)

)

 

常時使用する
人

 

 

方 円
設立年月日(和暦)
※4 月 日

 

(フリガナ)
氏名

 

住所
(〒

 

電話番号
 

  

FAX 番号
  

E一maiー ア ドレス
  

 

全て

いて、

ァ

※ ー 〈ー3 だ

ニ ト

「な し」

※2 【参考2 ニ '

るなど、

※3 3の :

日」 は、 (例 ニ

日 (例 : 日)

「曰」 「曰」

【平成30年7月豪雨対簾型 追加公寡分'全国商エ会遵合会提出用】

十画害

自社ホ一ムぺ一ジのURL
(ホ一ムペ一ジが赫い蠣合は「なし」と配戴)

主たる業種※2

【以下のいずれか一っを遺択してください】

®(
®(
®(

商藁'サ一ビス藁 (宿泊藁・娯楽藁を除。
サービス藁のうち宿泊藁・娯楽業
製遭業その他

従業員数※3
*常時使用する従業員がいなけれぱ、 「0人」 と記入してください繍

*従業員数が小規模事業者の定義を超える揚合は申請できません。

資本金額
(團人肇彙者は配戴不婁)

役職

蝋
咋
猫
議

臓

携帯電話番号

く全国商工会連合会' 補助金事務局からの薔類の送付や必要書類の提出依頼等の震話' メール連絡は、 「連絡担当者」 (共

同申講の県合は、 原則、 代表事業者の連絡担当者) 宛てに行います〟 補助金の申請内容ゃ実續報告時の提出譬類の内容につ

實任をもって説明できる方を記載してください。 蘊話番号または携帯電話番号は必ず記入をお願し丶します。 F^x番号・

E一maiー ト〝レスも極力記入して〈ださい。)

法人の揖合は、 法人番号 桁) を記載Lてく さい〟

【参考 国税庁' 法人番号公表サィ (hnp繍Ww〝""ーhmni『hn'ー=。u」山Lgnjn/)】

*履歴事項全部証明書等に記載の 「会社法人等番号 (ー2桁)」 ではぁりません=

個人事業主は と明記して<ださい。 マィナンバー (個人番号 (mm) は記載しないでください〝

公募要領P〟 2記載の 「商業 サーピス業J 「製造業その他J の考ぇ方】 に基づいて、 主たる業種の区分を一

っ選択してください= 一つの会社ゃー人の個人事業主が複数の事業を行っている、 被災の前後で事業内容が変わってい

業種の判断に迷った楊合は、 地域の商工会にご相談いただけます。

公募要領P〝 【参考4 「常時使用ずる従業員数」 に含めないもの】 をご参照のうぇ、 ご記入ください。 なお、 常時

使用ナる従業貫に含めるか否かの判断に迷った場合は、 地城の商工会にご柑談いただけ主ず〟

(従業貝数が公募要領Pー 2記載の 【参考ー :小規模事業者の定義】 を満たず事業者のみ申謂できまず〟)

※4 「設立年月 創棄後に組織変更 個人箏莱者から株式会社化、 有限会社から株式会社化) された場合は、 現

在の粗織体の設立年月 個人事莱者から株式会社化した場合は、 株式会社の設立年月 を記載してください=

*個人事業者で、 設立 が不明の揚合は、 の部分は空欄のままで檎いません (年月までは必ず記載)=



※全ての申請者が必須回答です。

I.

 

( 〉

( )

 

 

 

CD ( )

((ー)、

(ー) ( ) 県に所在
(2) ( )

 

〈 )

あり

( )

  

 

 

 

 

 

 

( )

*以下の に記入のこと

 

ど、
 

 

 

 

【今回公募の対象者でぁることの確認項目】

踵助事彙を行ぉうとする薫藁所が所在する地城 (の、@のいずれか一っを齔

@ 岡山県'広島県' 鬱咲県
(2) 岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県' 島根県・ 山口県・髙知県・福岡県

直接の被害あり

〇直接の被害を受けた事業所が所在する地城 (2)のぃずれか一っを選択)
岡山県'広島県' 甕

岡山県・広島県・愛媛県には無く、 岐阜県・京都府・兵庫県・
烏取県'島鵬・ 山ロ県・髙知県・福岡県に所在

髑(a) 上記豪雨により 自社の事業用資産が直接被害を受けた事業
者であることを証する公的書類 (罹災証明書等)

ニ }を本紙に耐のこと (写しでも可)
髑(b) 上記篆雨により 自社の事業用資産が直接被害を受けた事業

者であることを証する公的書類なし

けたことがゎかる睡拠写真を添付のこと (不いの合は対象外)

直接被害状況欄【上記の一佃に骸当する揚合は、必ず記入のこと (写真湖が必須)】
*上記豪雨にょる被害の状況が分かるょう、 できるだけ其体的にご記入ください。

@ 自社の事業用寶産ヘの直接の被害はないが、 売上減の問接被害あり
嚼接被害状況担」 (不晴の合は対象外)

間接被害状況欄 【上記@に咳当する暢合は、 必ず記入のこと】
*上記豪雨にょる売上減の状況が分かるょう、 月聞売上額の前年同月 との比較な

できるだけ数値を用ぃて具体的にご記入ください。



m.
2ー

否か ' ”

(` ) 応募し

( ' ) その後、
ょり

または により、

* ( ) さらに交付決定を受
けて補助事業を実施した (または、 現在実施してぃる)

,

' 〝

 

N.
〝

(D (

( _ )
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平成30年廣予傭費予翼 「被災地城販路關拓支授事彙 小規樓奮彙者持続化補功
金」 (平成30年B月 日公寡關始) で採択を受け` 補助事彙を貴施しているか

(@~@のいずれか一つを遺択)

の 平成3。年度予備費予算事業には応募していな八 または、
たが不採択

@ 平成30年度予傭費事詞こ~応募し採択を受けたが、 事情にmam; または 「交付決定後の補功事業取りゃめ (事=一 v».

止手続き)」 「交付決定取消」 補助事業を行ってい
〟 な野丶 ~

@ 平成30年度予備費事業に応募し採択を受け、

尋@の場合、 対象外となり、 本事業ヘの応募はできません。
*共同申請の参画事業者と じて採択、 交付決定を受けている場合も同様で
す。

袖助藁藁と して取り組むものが、 「射幸心をそそるおそれがぁる、 または公序良
俗を書するおそれがぁる」 in: (公寡婁領P・24養瞭) に醸当するか否か。

(G). @のいずれか一っを遺択)

' 〉該当しない
@ 該当する *該当ずる事業の揚合は対象外となり、 申請できません。



 

1.

 

 

 

3・
・

 

`4' 平成 30

 

  

・

・

11

企業概要

ニ一ズと市場の動向

自社ゃ自社の提供する商品[ サ一ピスの強み

年7 月豪雨にょる被害からの事業再建に向けた経営方針と今後のプラン

※経誉叶面推の作成にぁたっては商エ会と相談し、 助冒 指導を得・ブょがら進めることができます。

※全ての欄が必須記入でず' 欄が足りなぃ揖合ーま適宜、 行数 ページ数を追ヵ=できます。



(様式3一~ー

補助事業計画書 ~ ~

`

I. ・ 〟 '

ー'
 

 

 

3・

 

 

 

^
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【平成30年7月豪甫対簾型 追加公寡分'全国商エ会遵合”会提出用】

:単独ー事業者にょる申請の場合)

〟 名称=
補助藁業の内容
補助事業で行ぅ事業名 【必須配入】 (卿で鮑入するニと)

2. 事業再建に向けた販路開拓の取組内容 【必須妃入】

補助事業の効果 【必須配入】

※採択時に、 「事賭名称」 おょび 「補功事業で行ぅ審業名」 等が一股公嚢されます。

※橿牽肇足りない揖蒼は適宜、 行数・ぺージ数を跡できまず」



 

H.

(単位ニ 円)
内容- 経費内訳

(税抜'税込)

 

 

 

 

 

 

 

 

(ー)
(2) (ー) 2/3 以内

から

'

※ (2)

 

 

 

 

 

m. 資金調達方法

< 相当額の手当方法>(※ 3)
区分 (円〉 資金 区分 金額 (円〉 資金

調達先 調運先
ー・自己資金 '2一ー- 自己資

2ー 2—2.

金 (※ー) 関か らの借

3. その他
らの借入金

4・その他

(※2)
※ ー II. (2)
※2 11. (ー)

※3

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

(I. 適宜、
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経責明細表 【必須記入】

必要理由 補助対象経費
(単価X回数)

補助対象経費合計
補助金交付申謂額 x檎助率 (円未濱切捨て)

※経賽区分には、 「@機械装贋等費」 「@外注費」 までの各費目を記入してください繍

※補助対象経費の消費税 (税抜 税込) 区分にっいては、 公募要領P」4参照のニと=

の上限は、 岡山県'広島県・愛媛県に所在する事莱者は200万円、 岐阜県'京都府・兵庫県'鳥取県・島根県・
山口県・髙知県・福岡県に所在する事業者はー 00万円〝

【必須配入】

<補助対象経費の調達ー覧〉 「2〟 補助金J
金額

金
持続化補助 金融機

入金
金融機関か ~2—3.

5.合計額

補助金額は` 経費明細表 補助金交付申謂額と一致させろこと。

合計額は、 經賽明細表 補助対象経賽合計と一致させるニと〟

補肋事業が終了してからの糟翼となりますので` その間の賓金の鯛達方法にっいて、 ご記入ください〟

から皿 の各項目にっぃて記載内容が多ぃ撮合は、 行数・ぺージ数を勘ロで
きます。)



(様式3一2

I.
ー ・

 

 

2.

 

3.

(2) ' _

入し、

 

4-
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【平成30年7月豪雨対簾型 追加公寡分ー全国商エ会遭合会提出用】

:複数事業者による共同申請の齢)
補助事業計画譬

代表事菜者名称:

補助事業の内容
〝

補助事業で行ぅ事業名 【必須鮑入】 (Maud-ace)

薫業再建に向けた販路開拓の取組内容 【必須記入】

共同事業について 【必須配入】

〝(ー)共同で事業を実施する必要性

共同事業にぉける参画小規模膏業者の役割 取組〝(全ての蓼画事業者ー二ついて記
体制図も記すること)

補助事業の効果 【必須妃入】

※採択時に、 「事業者名称J おょび 「補助事業で行ぅ雄業名J 等が一般公表されます。

※欄が足りない堪割‡遭宜、 行数・ベージ数を馴でき董す・



11. 経費明細表

作成してくださぃ。

【代表事業者名称: 】 (単位: 円)
 

内容'必要理由 経費内訳
(税抜)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から

【参画事業者名称 (ー者目) l (単位: 円)
 

経費区分 内容・必要理由
〈単価X回数) (税抜)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から

(単位: 円)
 

 

 

(ー者目)ニ

 

  

合 計
 

  

ください。

(2 0 0万円X岡山県・ 十 (ー 0

*ただし、 O O (岡山県' 0 O
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【必須配入】

<個別の経費明細表>※共同申疆の穣合は事彙者ごとに、

経費区分
(単価X回数)

補助対象経費

補助対象経費小計額
※経賽区分には、 「@機械装贋等賽」 「@外注費」 までの各費目を記入して<ださい=

経費内訳 補助対象経費

補助対象経費小計額
※3者以上の共同申詰でぁれば、 適宜、 参画事業者の経賽明細表を追加し記入してください〟

※経費区分には、 「の機械装置等費」 「@外注費」 までの各費目を記入してください。

<経費明細総括表>
事業者名 補助対象経費小計額 補助金交付申請額
代表事業者名称:

参画事業者名称

※3者以上の共同申詰でぁれば、 適宜、 経費明細総括表の行数を増ゃして記入してください。

※各事業者の経讐朋紬表の補助対象経費合計と一致するょうに記載して

※本事業全体の経賽支出を記載してくださ州

※各裏業者の補助金交付申詔額は、 補助対象餐費小計額の3分の2以内 (円未溝切捨て) です〝

※経費明細総括表に記載する補助金交付申謂額の合計額の上限は、 以下のとおりです繍

広島県 愛媛県の小規模事業者数) 0万円Xそれ以外の府県の小規慎壽業者数)

轟高L 。万円まで 広島県 愛媛県の小規棋事業者を ー者以上含む揚合は2 0万円まで)



III. 資金調達方法

】

く 相当額の手当方法>(※3)
区分 金額 (円) 資金 区分 金額 (円) 資金

調達先 調達先
ー'自己資金 '2一ー' 自己資

2. 2—2. 金 融 機
金 (※ー) 関からの借

入金
3. '2一3'その他
らの借入金

4ーその他
5ー合計額
(※2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ー者目) : 】

く 「2' 相当額の手当方法>〈※3)
区分 (円) 資金 区分 (円) 資金

調達先 調達先
自 己資

2—2.

金 (※ー) 関からの借
入金

3. '2一3' その他

4. その他
5.

(※2)
※ー II.

※2 II.

※3 ので、

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

(I. 適宜、 '
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【必須配入】

【代表事業者名称:
<補助対象経費の調達一覧> 「2, 補助金」

金
持続化補助

金融機関か

【参画事業者名称
く補助対象経費の調達一覧> 補助金」

金額 金額

L自己寶金 '2一L
金

2持続化補助 金融機

金融機関か
らの借入金

合計額

補助金額は、 經費明細表 「補助金交付申詰額」 と一致させるニ と=

合計額は、 経費明細表 「補助対象経贄小計額j と一致させる二と繍

補助瑯業が終了してからの精翼となります その聞の資金の調達方法にっいて、 ご記入ください〟

※4 共同申詰の場合は捕助事業者ごとに作成してください。 3者以上の共同申講でぁれぱ、 適宜、 誓金調達方法の表を増
やして記入してくださいc

からm・ の各項目にっいて記載内容が多い揚合は、 行数 ページ数を追力ロで
きます。)



(様式4)

月記入日 :平成 年

全国商工会連合会 会長 殿

:

:

平成3 。年度被災地域販路開拓支援事業
<平成3

者が採択を受けた場合、 補助事業の取り組みに際し、

 

 

 

 

 
上
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追加公寡分'全国商エ会遵合会提出用】【平成30年7月豪雨対策型

巖援商エ会が記

商工会名

支援担当者(確認者〉所属・氏名

小規模事業者持続化補助金
。年7月豪雨対策型 追加公募分>に係る事業支援計画書

小規槙事業者持続化補助金における補助金ヘの応募を下記の者が行うに当たり、 当該応募
実行支援を行います縄

支援対象事業者 (以下の欄に事業者名を記入)



'全国商エ会遣合会提出用】
(公募要領様式5・

記入日 :平成 年 月 日

全国商工会連合会 会長 殿

郵便番号
住 所

・

_ ' 印

(注) 2、 5、 6のみ漏れなく ご記入くださぃ
.

1.

2・ 日 (最長で平成 31 日 (予定) まで)
交付決定日 (*'平成 28 ~平成 年 ~ 月 日

3・
一

(公募要領様式3 ・ 交付要綱別紙ー)

4.
ー

'

5.
(ー) あり / (2) なし

* 「(ー) ぁり」

6・

(ー) / (2) / (3)
P. 44

ー8

【平成30年フ月豪甫対簾型 迫カ=公寡分'
交付要綱様式第ー)

名 称
代表者の役欄・氏名

※共同申舗の場合は運名で事業者名称等の記入ゃ押印をお鷹いします。

平成3 0年度被災地域販路開拓支援事業
小規模事業者持続化補助金交付申請書

小規模事業者持続化補助金交付要綱<平成3 0年7月豪雨対策型 追ヵロ公募分>第6条
第ー項の規定に基づき、 上記補助金の交付にっぃて、 下記のとおり申請します。

記

^ 補助事業の目的おょび内容
(公募要領様式3交付要綱別紙ー)ー 補助事業計画書のとおり

補助事業の開始日おょぴ完了予定 3ー年ー2月
30年6月 日まで遡及可能)

補助対象経費
補助事業計面害のとおり

補助金交付申請額
(公募要領様式3 交付要綱別紙ー) 補助事業計画書のとおり

補助事業に関して生ずる収入金に関する事項 (該当するものに〇)

の場合は以下に該当事項をご記入ください。 (詳細は公募藝領P 45参照。)

該当事項=

消費税の適用に関する事項 (該当するもの一`っに〇)
課税事業者 免税事業者 簡易課税事業者

*消費税の区分によっで 補助対象経費の算定方法が異なります。 詳細繍ま公募要領 参照。

*複数事業者にょる共同申謂の掲合には、税抜算定となりますので、選択不要ですa(群細は公募要領P・44参照。)

〝



(様式6)
記入日 :平成 年 月 日

会長
住 所
名 _ 称~ ~ -

印

 の

は、

また、 の に、 ぅ くだ

 

 

 

ー・

 

 

と

(*採択を受けた後、
変更しょっ

 

 

:

:
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【平成30年7月豪雨対簾型 追カ=公寡分・全国商エ会遭合会提出用】

全国商工会連合会” ィ殿

代表者の役職・氏名
※共同申請の揖合は代表事業者にっいて記入

車両噴入の理由書

公募要領E釘 「車両薫入賽J により 自動車等車両を購入して販路開拓の取り組みを行おぅ とずる県合に
以下の項目に具体的に記入のうぇ、 本紙を申謂時に添付してください。

〟 様式3 「補助事業計画薔J 「経費朋細薔」 必ず薫入しょ とする自動車等車両を計上して
さい。 (申請時の本紙の提出おょび 「経費明細寄士个の計上がない県合、 採択・交付決定後の変更承認手続に
ょり事後に補助対象経賽に加ぇることはできません〟)

捕助事業の遂行にぁたって車両の薫入が必要不可欠な理由
〝

2・ 補助事業における当該車両の具体的な使用内容

車両を仇したい齢には、 下欄に入を予定している車のメーヵー名 ・車種等を記載すると
もに 当該車両の見積書ぁるいはカタ ログ等を添付すること 購扱する車種を

とする揚合は、必ず事前に補助金事務局にご相談く ださぃ。 事前相談なく見積書等と異
なる車を入した場合には、 補助対象外となります。)

ーメ一ヵ一窒 _新車・ 中古寧の別
(いずれかー方に〇)

量車名 ー葦」 ュ 董 新軍/中古車



 

 

 

ます。 5〝

0

 

その後、

(支払い)

 

また、 手形による支払いは不可)。
ー

(ただし、 別途、

 

には、

は`

 

定め

 

  

立・ 本賞藁の対象経費と申疇手繍き

量要脱明翼墳 伸蹟にぁたっての注慧点)

本補助金事業は、 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (補助金適正化法)」 に基づき実施され
補功金の不正受給か行われた場合には、 補助金交付決定の取消返還命令、 不正の内容の公表等ゃ、

年以下の懲役もしくはー 0万円以下の罰金に処せられることがぁります。

申請薔の内容に虚偽又は法令に違反していることが朋らかな揚合、 当咳法令にょる罰則のほか、 採択取消、

交付決定取消ゃ交付済み補助金の全額腿 (加算金付き) 等の処分を受ける可能性がぁります。

審査の結果、 採択が決定されると、 補助金事務局から採択者に対し、 「採択通知薔J が送什され、

補助金の交付 対象と しての事業の実施を正式に認める 「補功金交付決定通知薯」 が送付されます。
補功金の対驚となる経賽の発注”flfifl 支出行為は 「補助金交付決定通知薔」 受領後から可能となるのが原
則ルールです

支出行為は、 銀行振込方式が大原則です (小切手 補助金執行の適正性
確保のため、 旅費ゃ現金決済のみの取引を除き、 ー取引 0万円超 (税抜き) の支払は現金支払い不可です。

公募開始日までの現金文払い等にっいては、 補功金事務局までご相談く ださい。)

補助事業ほ、 採択 交付決定を受けた内容で実施いただく ものですが、 補助事業を実施する中で、 補助事業
の内容または経費の配分の変更を希望する場合 (軽微な変更を除く) 補助事業の交付の目的に沿った範
囲内で、 予め (発注・ 契約前に) 所定の変更承認申讃婁を提出从 その承認を受けなけれぱなりません。
なぉ、 「車両鸞入費」 や 「設備処分費J 予め申臍時に所定の様式内に内容を記載し、 `「経賽朋細表」 に計

上していることが前提条件ですので、 いずれぁ、 変更承認手続にょり事後に補助対象経費に加ぇることはで
きません。

もし、 られた期日までに、 実續報告審等の提出が補助金事務局で確認できなかった揚合には、 補助金交
付決定を受けていても、 補助金を受け取れなく なりますので、 必ず期日を守ってぐださい。

実續報告薔等の確認時に 支出内容に補功対象外の経費が計上されていることが判朋 した揚合には、 当該

支出を除いで補助対象経賽を算出するょ ぅ補助金事務局から連絡を受けます。

`2。



 

 

  

0万円 (税抜き)

し、 し、

と、

ます。 '

 

間 (=2 0.2 3 ー 日 (予定) まで)、

〟

して応

また、

'

 

同一 国 (J
等) 平成3

2 ー で採択を受け、

 

(中小企業
庁)

'

ので、

個人を特定できない

の
補助金
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払ぃはで窒ませんのでご珪竄S ださW
v また、 収益納付に咳当ずる事業を実施した場合、 減額して補助金が支払ゎれることがぁります。

単価5 以上の機械装置等、 自動車等車両の鷺入ゃ店舗改装にょる不動産の効用増加等は
「処分制臍蜩産J に骸当 補助事業が完了 補助金の支払を受けた後であっても、 一定の期閲 (通常は取
得日から5年問) において処分 (補助事業目的外での使用、 譲渡、 担保離、 廃棄等) が制限されます。

処分制限期間内に当該財産を処分ずる場合には、 必ず全国商エ会連合会ヘ承認を申請从 承認を受けた後
でなけれぱ処分できません。 全国商エ会連合会は、 財産処分を承認した補助事業者に対し、 当骸承認に際し、

残存簿価等から算出される金額の返還のため` 交付した補助金の全部またはー部に相当ずる金額を納付させ
ることがぁります。 承認を得ずに処分を行ぅ 交付要綱違反にょり捕助金交付取消・返還命令の対象となり

補助事業者は、 補助事業に関係する帳簿おょび証拠審類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年
5年3月 全国商工会遮合会ゃ国の補助金等の執行を監督する会計検査院

からの求めがぁった際に、 いっでも閲覧に供せるよう保存してぉかなけれぱなりません。

この期問に、 会計検査院にょる実地検査等が実施される可能性もぁり、 補助金を受けた者の義務と
じなければなりません。 検査等の結果〟 仮に、 補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従ゎなけ
れぱなりません。

r

の内容にっぃて丶 ETR。等の独立行政法人等を含む) が助成する他の制度 (補助金、 委託費
と経費が重複する事業は補助対象事業となりません。 なお、 0年度予備費予算 被災地城販路開拓

支援事業T小規槙事儲持続イ齔補助金」 (平成3 。年8月 日公募開始事業) 補助事業を実
施している事業者は、 今回応募できません。

全国商エ会運合会轟こ離し丶ただぃた個人憎報は、 以下の目的のため、 補助金交付元でぁる政府
との間で共有します。

@補助金事業の適正な執行のために必要な連絡、 @経営活動状況等を把握するための翼査 (事業終了後
のフォローアップ調査含む)、 @その他補助金事業の遂行に必要な活動

10. アンヶ一 ト腫にっいて
本補助金の採択事業者等に対し 補助金を活用 して取り組む事業ゃその効果等を把握するためのアンヶー
ト亨査を実施ずることがぁりまず (補助事業完了後のフォローアップ鵬含む) その際にはご協カをお
願ぃぃたしまず。 なお、 アンヶー トに際してご提供いただいた惰報は、 統計処理を行ぃ、

形で公表する可能性がぁります。

`〝ーー'

申謂・補助事業者は、 本公募要領、 交付要綱ゃウェブサィ ト等の案内に記載のない細部にっいては、

事務局からの指示に従うものとします。



2.
から 〈3)

ことと (4)
`

(ー) 策定 した

== .

  

また、

(=早
` と

 

* の 「2・

P. 24 「4・ だ さい。

'
・ 送付

トでの広告)
・ 配布

'・ 国内外の展示会、 見本市への出展、 商談会ヘの参加
'
・

・ 国内外での商品PRィべントの実施
・ ブランディ 助言
・ 出張販売 ~

・ ` ~

・ 店舗改装 (小売店の陳列レイ アゥ ト改良、 )

※ 入 取得」 ~

 

  

(2)

' とは、 商工会の助言、

補助対象藁彙
補助対象となる事業は、 沈の (ー) に掲げる要件をいずれも満たず事業でぁる

します。 なお、 複数事業者にょる共同申請の場合には の要件も満たす事業でぁ
ることとします。

「経営計画」 に基づいて実施する販路開拓のための取組であること。

・本事業は、 早期の事業再建に向けた経営計面に基づて、 小規模事業者の販路開拓ゃ売
上拡大の取り組みを支援するものです 阜阜 縄 詔 ', 離 ,ー

・開拓ずる販路と して対象とずるこ とができる市場の範囲は、 日本国内に限らず海外市
場も含むことができるものと します。 消費者向け、 企業向け取引のいずれも対
象となります。
・本事業の完了後、 概ねー年以内に売上げにっながることが見込まれる事業活動
期に市場取引の達成が見込まれる事業活動) します。

く補助対象となり得る販路開拓の取組事例>
(様式3) 補助事業計画書 「L 補助事業の内容」 事業再建に向けた販路開拓の取組
内容」 に記載ぃただく取組イメージです。

*それぞれの取組の補助対象経費の詳細は、 補助対象経費」 をご覧く

新商品を陳列するための棚の驚入
新たな販促用チラシの作成、

'新たな販促用PR (マスコミ媒体での広告、 ウェブサイ
新たな販イ足品の調達、 ~

・ネッ ト販売システムの構築

新商品の開発
新商叩の開発にぁたって必要な図書の鷲入
・新たな販促用チラシのポスティング

ングの専門家から新商叩開発に向けた指導、
移動販売、
新商m開発に伴う成分分析の依頼

飲食店の店舗改修を含む。
「不動産の滑 に該当するものは不可

商エ会の支援を受けながら取り組む事業でぁること。

「商工会の支援を受けながら取り組む」 指導、 融資斡旋等の支
援を受けながら事業を実施することです。

'22



同一 国 (J
の制度 (補助金、

同一 (取り組み) について、

、双方の補助金事務局に、予めご確認く ださい。

・ 本事業の完了後、
例)

公的な支援を行うこ とが適当でないと認められ

例) ハチンコ店

(4)
業でぁるこ と。

「ー. の
「3・

*参画事業者が、 補助
事業完了後、

〝

*他方、 申請の前に、

り、

付を受けるこ
目的、

分担、

23

(3) 以下に該当する事業を行うものではないこと。

一内容の事業にっぃて、 ETR。等の独立行政法人等を含む) が助成ずる他
委託費等) と経費が重複する事業

※持続化補助金では、 の補助事業 経費を重複して国の他の
補助金を受け取ることはできません。 他の補助金を受給してぃるか受給予定の方は、
補助金を受け取ることが可能か、必ず

概ねー年以内に売上げにっながることか見込まれない事業
機械を導入して試作叩開発を行うのみでぁり、 本事業の取り組みが直接販売の
見込みにっなからない、 想定されていない事業

・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、 または公の秩序もしく は善良の風イ谷を
害ずること となるおそれがぁるもの、
るもの

マ一ジャン店 ゲ一ムセンタ一店等、 性風俗関連特殊営業等

複数事業者にょる共同申請の場合には、 連携する全ての小規模事業者が関与する事

*共同申請の場合、 (様式3一2) 補助事業計画書の 補助事業の内容」
共同事業にっいて」 欄ヘの記入が必須となります。

ぁらかじめ定めた役割分担にしたがって経費支出を行い、〝
それぞれの参画事業者に対して交付ずべき補助金の額を確定のう

ぇ それぞれの参画事業者からの請求を受けて補助金を交付するのか一般的な
形です。 〝

ぁらかじめ、 共同実施に関する規約を丶連携ずる全ての小
〝

_規槙事業者の連名で制定し、 その写しを申請時に添付して提出することによ
代表事業者が一括して補助対象経費の支払いを行い、 一括して補助金の交

とか可能です。
(規約に最低疇良盛り込むべき項目: @規約の構成員 @全構成員の役割

@費用負担の方法、 @共同利用する財産の管理方法)



3.

 

20 0万円

ー 0 0万円

 

(例えば、
・ 200万
円を補助します。

- 3 O その2/3の金額を補助しま
す。)

*ただ し、

(ただし、 最高ー, 。。。万円まで
O O 0万円

まで) となります)
(2 O

+ (ー O

県' 山口県・ 高知県・福岡県の小規模事業者数)
(注) 原則と して、

のよ うに返済の必要があり 〈ただし、

よる補助金の減額等がなされる場合があるほか、
査の結果、

 

  

 

4.
(ー)

*ただし、 平成3 0年6月 2 8

 

 

 

 

(2)
「販路開拓の取り組み」 を実施したこと
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捕助率篭
本事業の補助率等は以下のとおりです。

補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助上限額 の岡山県・広島県・愛媛県の事業者

@岐阜県'京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・山ロ県'高知県・
福岡県の事業者

の岡山県・広島県・愛媛県の事業者の場合、
300万円以上の補助対象となる事業費に対し、

0万円未満の揚合は、

対象者の要件を満たす複数の小規模事業者が連携し
て取り組む共同事業の場合の補助上限額は、 以下のとおりで
す。 (@岡山県・広島県・
愛媛県の小規模事業者をー者以上含む場合は2,

0万円X岡山県'広島県・愛媛県の小規模事業者数)
0万円X岐阜県'京都府・兵庫県・烏取県・ 島根

本制度は補助事業であり、 支払を受けた補助金にっいては、 融資
ません。 収益納付や処分制限財産の処分に

事後の会計検査院による実地検
補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりませ

ん。)

補助対象経費
補助対象となる経費は、 次のの~@の条件をすべて満たすものとなります。
の 使用日的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
@ 交付決定日以降に発生し対象期聞中に支払が完了した経費
@ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

今回の公募においては、 特例として、 日以降に発生した経費
を遡って補助対象経賽と して認めます。 【@の特例】

補助対象となる経費にっいて
補助対象となる経費は、 補助事業期問中に、
に要する費用の支出に限られます。 補助事業期問中に発注や引き渡レ 支払等があって
も、実際の事業取り組みが補助対象期問外であれぱ、当該経費は補助対象にできません。



 

以下同様。) には、

結し、

~ .

  

(3) 経費の支払方法にっいて

ー取引ー 0万円超(税
抜き) の支払は、 現金支払いは認められません。 平成3 2 8 日以降、
本公募の開始日 (平成3 0年ー 2 6 日) ー取引 0万円超 (税

別途
〝 小切手 また、 補

ク トヵー
しが補

分割払ぃにょり、
'

_

・金券・商品券の利
一 ^

ド払い時のルール
と およぴ、

      

(4)
インターネッ 上記 (ー)

おり
取引相手先にょく確認し、 補助金で求められる、 仕様提示、 見積、 発注、 検収、

適切な経理処理の証拠となる書類 (取引画面を
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例:@機械装遣等ゃ自動車等車両を〝入したものの、 補助事業完了までに当該機械装
*L等ゃ車両を使用 して補助事業計画に記載した販路開拓の取組を行っていな
ぃ揚合(当該機械装攪等ゃ車両を使用 して販路開拓の取組を行った旨の記載が
実續報告書に無い場合も含みます。 当該機械装-等ゃ車両
の'-ニ入費は補助金の対象にできません。

@ホームぺージの作成を したものの、補助事業完了までにホームぺージを公開し_
て販路開拓の取組を行っていない場合ゃ、 新聞・雑誌等への広告掲載契約を締

広告掲載料を支払ったものの、 補助事業完了までに広告掲載した新聞・
雑誌等の発行にょる広報がされない場合も、当該経賽は補助金の対象にできま
せん。

補助対象経の支払方法は銀行振込が大原則です。 補助金執行の適正性確保のため、
旅費ゃ現金決済のみの取引(代金引換限定のサー_ピス等)を除き、

(ただし、 0年6月
2月 までの期問に、 ー

抜き) の捏金支払い等を行っている 袢は 115- 金事務局までご相談ください。)
自社揃他蛙出にかかゎらず、 手'形による支払いは不可です。

助事業者から相手方ヘ資金の移動が確認できないため、相殺(売掛金と買船の相殺等)
・)こょる決済は認められません。

レジッ ドによる支払は補助対象期問中に引き落と しが確認できる場合のみ
認められまず。 (鷲入叩の引き取りが補助対象期間中ても 口座からの引き落と
助対象期間外でぁれば、 補助対象外経費となります。 補助事業期問中
に支払が完了せず、 所有権が補助事業者に帰属しない物品入も対象外です。 リポルピ
ング払いの物品入も、補助事業期問中に当該リポルピング払いが全て完済しない限り
対象外です。)
決済は法定通貨でお願いしまず。 仮想通貨・ クーポン・ポィント

用等は認められません。
なお岱表墓や従業員が、個人'のク レジッ トヵー ドで支払ぃを行う鱧は「立替払川
となりますので、 の上記のクレジッ トカデ (補助対象期問中に引き落
しが確認できることが必要)、 髄助事業耆と立賛払ぃ者閾の精縄 (gm

vfimwzmmfizflw が補助対象期間中に行ゎれること、 の双方を満たさなけ
れぱなりません

電子商取引にっいて
ト広告の配信等におぃて電子商取引を行う場合でも、 @のと

「_証拠資料等にょって金額が確認できる経賽」 のみが対象となります。
納品、

請求、 支払といった流れで調達を行い、



り、 発注した日が確

合には、

(5)
となり ます。 また、

ります。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入に要する経賛
 

・

す。

他の用途での使用 (目的外使用)
きる揚合には、 汎用機器 (ハー ドディス
ク ・ LAN'Wi一F i 補助対象となり得ま
す (仮に、 補助金交付後に目的外使用が判明した場合は、

'

単価 5 0万円 (税抜き) 「処分制限財産」 に該当 し、

し、 (通常は取得日から
5年問)' (補助事業目的外での使用、 担保提供、 廃棄等) が制限され

承認を受けた後でなければ処分できません。 全国商工会連合会は、 財産処分を承認した補
当該承認に際し、 交付し

分を行う と、 交付要綱違反にょり補助金交付取消 ・

按分等の方式に

して認められる条件は、
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印刷したもの等)を整理'保存・提出ができることを把握してから取引をしてください。
実際に経費支出を行っていたと しても、 取引相手先の都合等によ

認できる取引画面を提出できない、補助対象経賽と して計上する取引分の請求額が判明
する書類が提出できない、広告が確認できるインターネッ ト画面が取得できない等の場

補助対象にできません。

補助対象となる経費は次に掲げる経賛でぁり、 これ以外の経費は本事業の補助対象外
補助金の額は` 補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額とな

二…=:内容
の機械装置等費、 @広報費、 @展示会等出展費` @旅費
@開発費` @資料購入費` @雑役務費、 @借料、 @専門家謝金
@専門家旅費 @車両購入費、 @設備処分費、 @委託賽、 @外注費

【各費目の脱明】
の機械装置等費

事業の遂行に必要な機械装置等の導

本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象となりま
通常の生産活動のための設備投資の費用、 単なる取替え更新の機械装置等の購入は補

助対象となりません。
・補助事業計画に基づく事業用途であり、 がない整理がで

(例:パソコン' タブレッ トPCおよび周辺機器
~サーバー等)、 自転車等) の購入費用も、

補助金交付取消・返還の対象と
なります)。

・後述する中古品購入の場合を除き、 補助対象経賽と して認められる単価上限の設定はあり
ませんが、 以上の機械装置等の購入は
補助事業が完了 補助金の支払を受けた後であっても、 一定の期問

において処分 譲渡、

ることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず全国商工会連合会へ承認を申言青し、

助事業者に対し、 残存簿価等から算出される金額の返還のため、
た補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処

返還命令の対象となります。
・契約期間が補助事業期問を越えるソフ トゥェァ使用権を購入する場合は、
より算出された補助事業期問分のみとなります。

※中古品の購入にっいて
〇中古品の購入は、 一定条件のもと、 補助対象経費と して認めます。
〇中古品の購入が補助対象経費と 决のとおりでず。



 

0万円 (税抜き)
*単価が5 0万円 (税抜き) 0万円 (税抜き)

価格の妥当性を示すため、 (2社以上) の中古品販売事業
者 オークショ ン に
ょる"入は不可)

o 0万円 (税込)

(理由書の
' して認められま

して認められま
また、

   

高齢者 べビーチェァ
省スぺース化のためのショーケース、 新

ト、 ト等)、

・ LAN-W
自転車等) ' '

 

 

文房具等の事務用品等の消耗品代、 トゥェア、 (目的 ・ 既

・仕入れ (デモ品 ・ 単
古い機械装置等の撒

去 船舶

 

〟
ハンフレノ ト'

 

  

単なる
補助対象となりません。 (商品 ・ サービス

) ~

しくは使用

~・
・

実際に広報がなされる のが
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@で入単価が5 未満のものでぁること
以上の中古品を単価5 未満になるょう

に分割して入する揚合は、 その中古品全体が補助対象外となります。'
@中古叩購入の際には、 複数

咽人からの購入ゃ、 (ィンクーネッ トオークションを含みます)
から同等品にっいての複数見積りを取得すること

*新品蜻AoTTéTTTTTTTT 超の揚合のみ複数見積りが必要ですが、
中古品驚入の場合は、 吹金額に関わらず、 すぺて、 複数見積りが必要です。

*実績報告書の提出時に、 これら複数の見積書を必ず添付してください。
提出にょる随意契約での驚入は 中古加の場合は、 補助対象経費と
せん)

@入した中古品の故障ゃ不具合にかかる修理用は、補助対象経費と
せん。 購入叩の故障ゃ不具合等にょ り補助事業計画の取り組みへの使用ができ
なかった場合にば、 補助金の対象にできませんのでこ注意ください。

【対象となる経費例】
«Lfi'fifinififimfigfifitwtbwfififirfilTflfi? 衛生向上ゃ

生産販売拡大のための鍋 オーブン冷凍冷蔵庫、
たなサービス提供のための製造・試イ催機械 (特殊印刷プリンター、 3Dプリ ンター含む)、

”販路開拓等のための特定業務用ソフ トゥェア(精度の高い図面提案のための設計用3吹元C
ADソフ 販促活動実施に役立てる客管理ソフ 補助事業計画に基づく事業用途

'ぇ〝~二ご (例:パソコン・ タブレッ トPCおょび周辺仲 レ丶一ドディスク
ノi 一F〝i ・サーバー等)、

【対象とならない経費例】 〝

一般事務用ソフ 用途に関ゎらず)
に導入してぃるソフ トウェァの吏新料、 (ある機械装置等を商品と して販売~賃貸する補助
事業者が行う) 当該機械装ー等の購入 見本品とする揚合でも不可)、
なる取替ぇ更新でぁって新たな販路開拓にっながらない機械装攪等、
・廃棄費用 (設備処分費に該当するものを除く)、

@広報費
--7|'~'Z’;'l— チラシ等を作成するため、 おょぴ広報媒体等を活用するた

めに支払われる経費

・補助事業計画に基づく商品・サーピスの広報を目的と したものが補助対象でぁり、
会社のPRゃ営業活動に活用される広報賽は、
の名称も宣伝文句も付記されてぃなぃものは補助対象となりません。
・チラシ等配布物の軌にっぃては 実際に配布も した数量分のみが補助対象経
賽となりまず。
補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にできます。 (補助事業期問中に経費
支出をしていても、 (情報か伝達され消費者等に認知される)



・例えば、 トを5 0万円 (税抜き) 当該ウ `

トは に該当し、 補助事業が完了し 補助金の支払を受けた後で “

(通常は取得曰から5年間)
用 担保提供、

処分できません。 全国商工会運合会は、
に際し、

' と 交付要綱遠反
,

「処分」 には

^ チラシ・ '

ト広告、 販
促品 (商品 ・ サ_ー

'

試供品 して用いる場合)、 販促品 (商品 ・ _

商品・ しない看板 ・ 会社案

(販促品 ・ チラシ ・

ぺン類、 を
金券・商品券、 チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、

`

もの

 

 

 

 

・国 (J
料は、 -

・ ン代、

等は除く) 通訳料
〝

・展示会等の出展にっいては、
'

*ただし 特例として 平成3 2 8

'販売のみを目的と し、
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補助事業期間終了後となる場合には補助対象となりません。
自社ウェブサイ 以上の外注費用で作成する場合、

ェブサイ 「処分制疇良財産」

あっても、 一定の期問 において処分 (補助事業目的外での使
譲渡、 廃棄等) が制限されることがあります。〝処分制限期問内に当該財産

を処分ずる場合には、 必ず全国商工会連合会ヘ承認を申請レ 承認を受けた後でなけれぱ
財産処分を承認した補助事業者に対し、 当該承認 (

残存簿価等から算出される金額の返還のため、 交付した補助金の全部またば一部
に相当する金額を納付させることがあります。 承認を得ずに処分を行ぅ
にょり補助金交付取消 返還命令の対象となります。

*なお、 補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームぺージの
改良ゃ機能強化ば 全国商工会連合会への事前承認申請等が必要となる
該当しません。

【対象となる経費例】 〝

ゥェブサィ トイ偕成ゃ更新、 DM・カタログの外注ゃ発送、新聞・雑誌・ィンターネ
ッ 看板作成・設攪、 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、

ピスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)

【対象とならない経費例】
(販売用商品と同じものを試供叩と サーピスの宣

伝広告の掲載がない場合) 名刺、 サービスの宣伝広告を目的と
内パンフレッ トの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものと して対象外)、
文房具等の事務用品等の消耗品代 DMを自社で内製する等の場合でも、

クリアファイル、 用紙代・インク代・封筒等の入は対象外です。 詳細はR35
参照くださぃ〟)、 補助事業期問外

〝 の広告の掲載ゃ配布物の配布、 フランチャイズ本部が作製する広告物の入、 売上高ゃ販売
数量等に応して課金される経費、 ウェブサイ トのSE。対策等で効果ゃ作業内容が不明確な

@展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

ETR。等の独立行政法人等を含む) により出展料の一部助成を受ける場合の出展
補助対象外です。

展示会出展の出展料等に加えて、 関連ずる運搬費 (レンタカー代、 ガソリ 駐車場代
轟訳料も補助対象となります。

出展申込みは交付決定前でも構いませんか、 請求書の発行日
~や出展料等の支‡ム日が交付決定日より前となる場合は補助対象となりません。

今回の公募においては、 0年6月 曰以降に発生した経費を遡
って補助対象経費と して認めます。

販路開拓に繋がらないものは補助対象となりません。



等への参加 ・

だ
さい。

- 入は (文房其等の

 

_

を行ぅため、 等のための旅
 

 

 

p. 42 「ー.

ン代、 高速道路通行料金
・ また グ丿一ン車、 ピ

当該
・

~

新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、 宿泊施設への宿
泊代、 電車賃、' 航空券代

エコノ 出入国税

日当、 ン代、

一ン車・ ピジネスクラス等の付加料金分、
料金 ・ 入浴料相当分、 視察

 

ン、

造、 改良、
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・,補助事業期問外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません。
・選考会、 審査会 (〇〇賞〉 申込費用は補助対象となりません。
・海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出
する場合には、 当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もぁゎせてご提出く

(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料は補助対象外です。)
出展等にあたり必要な機械装等の の機械朧等費に該当 します。
事務用品等の消耗叩代は補助対象となりません。)

'飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません。

@旅費 〝

事業の遂行に必要な慣報収集 (単なる視察・セミナ一研修等参加は除。 ゃ各種田査
おょぴ販路開拓 (展示会等の会場との往復を含む。)

・補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準にょり算出することと します。

旅賽の支給基準は、 旅賽の支給基準にっいて」 を参照くたさぃ。
'移動に要ずる経費にっぃては、 公共交通機関を用いた最も経済的おょび合理的な経路にょ
り算出された実費となります。
・タクシ一代 ガソ丿 レンタカ一代等といった公共交通機関以外
の利用にょる旅賽は補助対象となりません。 ジネスクラス等の特別
に付力ロされた料金は補助対象となりません。
・出張報告の作成等にょり、 必要性が確認できるものか補助対象となります。 通常の営業活
功に要する経とみなされる場合は対象外となります '

・海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、
書類の記載内容を日本語で要約 説朋する書類もぁわせてご提出ください。 (実續報告の
際に提出ずる証拠書類の机訳用は補助対象外でず。)

【対象となる経費例】
展示会への出展ゃ、

バス運賃、 新幹線料金 (指定席縄入含む)、 (燃油サ一チャ一ジ含
を。 ミークラス分の料金までが補助対象)、 航空保険料、 〝

【対象とならない経費例】
国の支給基準の超過支出分、 自家用車等のガソリ 駐車場代、 タクシ一代、 グリ

朝食付き ・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食
・_セミナ一等参加のための旅費、 パスポ一ト取得料

@開県

新商品の試作品ゃ包装パッヶ一ジの試作開発にともなラ原材料、
設計、〟デザィ 県

加エするために支払ゎれる経費

' 捕入する原材料等の数量はサンプルと して使用する必要最小限にとどめ、 補助事業完了時
に轟ま使ぃ切ることを原則と します。 補助事業完了時点での未使用残存品に相当する価格は、



(任意様式) を作成し、 その受け

 

新製品 ・ ンの外注、

_

(開発 ・

試作開発用目的で入したが使ぃ切らなかった材料分、 ンの改
・ 実際

 

 

”

 

  

・取得単価 かー (例: ー冊99,999円 (税込) は
可、 ー冊ー00,000円 (税込) は不可)

・ ー部 (ー_冊) を限度と
一

です (単価が 10 万円 (税込)

・ 入は、 (個人は不可) からの相見積
ト通販サィ 補助

 

者のアルバィ ト代、

 

 

  

(例えば、 あるアルパィ
と して計上した後、 して

には、
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補助対象となりません
・原材料費を補助対象経費と して計上する場合は、 受払簿
払いを朋確にしてぁく必要かあります。

縄朧ョ 対象外となります。 (mm
叩の生産に必要な経費は対象となります。)

【対象となる経費例】
商品の試作開発用の原材料の鳶入、 新たな包装パッケージに係るデザィ

業務システム開発の外注

【対象とならない経費例】
文房具等の事務用品等の消耗品代、 試作ではなく) 実際に販売する商品を生産する
ための原材料の驚入、 デザィ
良等を しない既存の包装パッケデジの印刷 驚入、 (包装パッヶージの開発が完了 し)'

に販売する商品・製品を包装するために印型・ 入するパッヶージ分

@資料瞰費
事業遂行に必要不可欠な図書等をー入するために支払われる経費

(字肖費税込) 0万円未満のものに限ります。

=入する部数 冊数はー種類にっき します。 桐じ図書の複数購入
は対象外です。)

'事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は 「資附入」
未満でぁること、 腱入する部数はー種類にっき ー部でぁることが条件です)。
中古書籍の髑 「同等の中古書籍J の2社以上 (古書販
売業者のネッ トのコヒーでも可) が実績報告時に提出できる揚合に限り、
対象となり得ます。

@雑役務費
事葉遂行に必要な業務事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた

派遣労働者の派遣料 交通として支払われる経費

・実績報告の際に、 作業日報ゃ労働契約書等の提出が必要となります。 '

・臨時雇い入れとみなされない揚合 ト従業員ヘの支払給料を雑役務
寶 当該ァルバィ ト従業員にネ土会保険を適用させ正規型の従業員と
胤丶入れる場合等) 補助対象となりません〝 通常業務に従事させるための雇い入れ
も補助対象となりません。



 

 

 

 

'

・ ,

・ に該当

 

 

  

・商工会職員を専門家等と
補助事業者が定める規程等によ

43 「2 を
参照<ださぃ。

なお、

~

〝

 

 

ー

 

 

・ 上記

 

 

  

 

 

道路運送車両法第2条第2項に定める およぴ同
条第3項に定める 「原動機付自転車」 です。

・

・新車販売時の標準装備、 ・運搬用のコンテナ、 常設さ
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〝 @借料
事業遂行に直接必要な機器・ 設備等のリ一ス料・ レンタル料と して支払われる経費

・借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみとなります。
契約期間が補助事業期問を越ぇる場合は、按分等の方式により算出された補助事業期問分
のみとなります
自主事業なと補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補
助対象外となります。
事務所等に係る家賃は対象外です
商叩 サービスPRイべントの会場を借りるための費用は、 「@借料」 します。

@専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・-助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払わ

れる経費

して支出の対象にすることはできません。
・謝金の単価は、 りその単価の根拠が明確でぁり、 その金額
が社会通念上妥当なものでぁる必要がぁりまず。
・謝金単価を内規等にょり定めてぃない揚合、 国が定める謝金の支出基準を踏まぇた基準に
より支出することとします。 謝金の支出基準はP 謝金の支出基準にっいて」

・依頼する業務内容にっいて事前に書面等を取り交ゎして、 明確にしなければなりません。
本事業への応募書類作成代行費用は補助対象となりません。

・補助事業者に指導助言をする専門家等に対する謝ネLは@専門家謝金に該当 し、・指導・助

ー言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、 @委託費に該当 します。
・セミナー研ィ農等の参加費用ゃ受講費用等は補助対象外です。 (専門家等が講演する外部セ
ミナー研修に参加する等の費用は認められません。 補助事業者が専門家等を自社に招き、
当該専門家等から必要な指導・助言を受ける等は補助対象となります。)

@専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・ 助言等を依頼した専門家等に支払ゎれる旅費

「@旅費」 参照

伽…衰~寶=~
事業の遂行に必要不可欠でぁり、 もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用い
る車両の入に必要な経嘗

・本経費区分の対象となるのは、 「自動車」

新たな販路開拓にっながらない (単なる買換えの) 車両の入は補助対象外となります。
スピーカー、 車内展示 ボックス等、



自賠

(様式6) に、

おょび、 当該
採択を受けた後、

変更しょぅ
_ '

実績報告の際に、〝価格の妥当性を証明できる書類として、 車
見積もり

中古車販売店等で行ってく ださい。
o 0万円 (税込)

ー*中古車入の場合は、
ください。

して認められません)

・交付決定日 (*ただし、 特例として、 28 日まで遡及可)
し、 (平成3 ー年_ー 3 ー 日 (予定) ) までに支払いと事業の遂行
が完了 車を買っても、
め、 (平成3 ー年ー 3 ー 日 (予定) )

'一

   

 

して移動販売・

したことが分かるよう、 車両運行日誌を作成し
て、 _

外使用 (例 : は、

(補助金適正化法上、
・_5 0万円 (税抜き) 「処分制限財産」 補助事業
が完了し、
におぃて処分 、

全国商工会連合会は、
当該承認に際し、 交付し
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れている保冷庫等も補助対象となります。 x

・車両の内装ゥ改造工事を外注ずる場合には 外注費で計上してください。
・無くても事業に支障をきださないオプション・付属品 (カーナピ、 リアカメラ等)、
實保険、 自醐車税等、 軸等の検査・登録手数料、 タイヤ交換代、 オィル'ガンリン代・
電気代、諸手続費用は補助対象外です。
・車両を扱する量合には 申請の際、 r5WAo>5551 補助事業嘩
にぁたって車両の入が必要不可欠な理由、補助事業における当該車両の具体的な使用内
容、 入を矛定してぃる車のメーカー名および車躍を記戴すると ともに】
車両の見積書ぁるぃはカタログ等を添付してください。 購入ずる車種を

とする揚合は 必ず事前に補助金事務局にご相談ください。 事前相談なく 墨疆
書等と異なる車を入した場合には 補助対象外となります。
・中古車を入ずる場合には
種・年式・走行距離等の仕様が同等の中古車の複数見積もりが必要となります。
おょび驚入は 個人からのf入は対象外となります。

*新車購入の場合は単価ー 超の場合のみ複数見積りが必要ですが、
中古車入の揚合は 驚入金額に関ゎらず、 ずべて、 複数見積りが必要です。

実續報告書の提出時に、 これら複数の見積書を必ず添付して
(理由書の提出にょる随意契約での入は、 中古車の場合は、 補助対象

経賽と
・車両の名義は 交付決定を受けた方の名義で登録してください。

平成30年6月 以降に発注
補助事業実施期限 2月
したもののみが補助金の対象となります。 ローン等を雌

補助事業実施期限 2月 までに一部でも支払ぃが完
了しない揚合には 補助金の対象にできまぜん。
・補助事業実施期間中に実際に運行し、 補助事業計画に記の取り組みをしたとぃっ実績報
告が必要となりまず両を滞 ー亭…

・補助事業期問において、 補助金で取得した車両を使用 ・宅配事業等を実施し
直接収益を得るのは 収益納付の対象となり、 補助金額が減額となる場合があります。
・補助事業で取り組む特定の業務にのみ使用

実績報告時に添付しなけれはなりません。
'補助事業で取り組む特定の業務でのみ使用することが補助金支払いの前提ですので、胆

申請萱に記載した事業以外への転用、 個人的または家庭内での利用等)
一切禁止されます。 目的外使用をした者には罰則が科せられます)

以上の車両を取得する場合は に該当し、
補助金の支払を受けた後でぁっても、 一定の期問 (通常は取得日から5年間)

(補助事業目的外での使用 該 ニ^ ……

処分制限期問内に当該財産を処分する場合には 必ず全国商工会連合会ヘ承認を申請レ
承認を受けた後でなければ処分できません。 財産処分を承認した補
助事業者に対从 残存簿価等から藁出される金額の返還のため、
た補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがぁります。承認を得ずに処



 

ー

 

・

 

 

 

処分」 等を行う の事後の
`

・

仮に、

(設備処分だ
けでは、 販路開拓の取組にはなりません)。

原

 

用する等、
 

 

 

'

し、

 

'一 '

注
に限ります。)

 

 

・外注内容、
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全を行重とゝ 藝付要網違反にょり補助金交付取消濃返還命令の対象となります。

@設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スぺースを拡大する等の目的で、 当該事業者自身
が所有する死藏の設備機器等を廃棄 処分する、 または借りていた設備機器等を返却
する際に修理・ 原状回復するのに必要な経費

・販路開拓の取組実行のためのスぺースを確保する等の目的で、 「死蔵の設備機器等の廃棄・
ことが必要です。 (交付決定後の計画変更にょる 「設備処分費」

追加計上や、 経費の配分変更にょる 「設備処分費」 の増額変更は認められません)
・設備処分費は、 「販路開拓の取組を行うための作業スぺースを拡大する等」 を目的とする
経賽ですので 計上する補助対象経費が全額「設備処分嶌」である場合でぁっても、
補助事業計画には、 必ず、 実際の販路開拓の取組を盛り込むことが必要です

【対象となる経費例】
既存事業において使用 していた設備機器等の解体・処分賽用、 既存事業において借りていた
設備鰯等の返却時の修理・原状回復費用 (賃貸借契約が締結されており、 使用者でぁるご
とが法的に確認できることが必要です〉

【対象とならない経費例】
既存事業における商品在庫の廃棄 処分費用、 消耗叩の処分費用 自己所有物の修繕費、
状回復の必要がない賃貸借の設備機器等

@委託費
上記のかb@に該当しない経費てぁって事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委
託 (委任) するために支払われる経賽 (市場調査等にっいてコンサルタント会社等を活

自ら実行することが困難な業謝二限ります。)

'・委託内容、 金額等が明記された契約書等を締結し、 委託する側でぁる補助事業者に成果物
等が帰属する必要がぁります。
・例ぇぱ市揚調査の実施にともなう記念品代、 謝ネL等は補助対象となりません。
・補助事業者に指導'助言をする専門家等に対する謝ネしは@専門家謝金に該当 指導・助
言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、 @委託費に該当します。

@外注費
上記のから@に該当しない経費でぁって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外

(積負) するために支払われる経曹 (店舗の改装等、 自ら実行することが困難な業務
*

金額等か明記された契約書等を締結し、 発注する側でぁる補助事業者に成果物
等が帰属する必要がぁります。



修理・修繕等は、 販路開拓の取組を行う前提
仮に、

も、 (解体工
修理・修繕等だけでは、

・店舗改装において5 0万円 (税抜き) 「処分制限財産J に
該当し、 (通常は取
得日から5年間) において処分 (補助事業目的外での使用、 担保提供、 が

し、

承認を受けた後でなけれぱ処分できません。
当該承認に際し、

分を行う と、

利用客向け
ス 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、

・

・作業、 住宅兼店舗の改装工事における住
宅部分、 ' . ・ご

 

…' `
   

(i) 外気分断性 :

を有し、 独立して風雨をしのぐことができること _

カーポー 「外気分断性」 は認められなぃ
め、 には該当 しなぃ

(ii) _

は認められないため、
「不動産の取得」 には該当 しない

用途性: を有し
' る用途に供しうるー 定の利用空問が形成されていること
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〝 ・被災した店舗等の解体工事ゃ土砂撤去作業、
となりますので、 計上する補助対象経費が全額、 これらの経實である場合でぁって
補助事業計画には、 必ず、 実際の販路開拓の取組を盛り込むことが必要です

事や土砂撤去、 販路開拓の取組にはなりません)。
以上の外注工事を行う場合等、

補助事業が完了し、 補助金の支払を受けた後でぁっても、 一定の期間
該漉、 廃棄等)

制限されることかぁります。
〝 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、 必ず全国商工会連合会ヘ承認を申請

全国商工会連合会は、 財産処分を承認した補
助事業者に対し、 残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付し
た補助金の全部または一部に相当する金額を納付させる〝ことがぁりまず。承認を得ずに処

交付要網遠反により補助金交付取消・返還命令の対象となりまず。

【対象となる経費例】
店舗改装・バリアフリー化工事、 トィ レの改装工事、 製造・生産強化のためのガ
・水道・排気エ事、 販路開拓に資する取組

と位ー付けられる被災店舗等の解体工事 土砂撤去作業 ・修理修繕作業

【対象とならない経費例】
補助事業で取り組む販路開拓に結びっかない工事・

「不薫産の取得」 L挟

※注= “WEE増床」 や 「小規槙な建物 (物置等) の設置」 の粧、 麩王の3っの
要件ずべてを邁たすものは 縄 '〟一 濃三 〟… 繍 離

屋根,おょび周壁またはこれに類するもの (三方向以上壁で囲われて
ぃる等)
尋支柱と星根材のみで作られた鱧店の戸外テラス席ゃ、 駐輸一

ト等、 周勤なし丶ものは
嘩産の取得」

土地への定着性:塞礎等で物理的に土地に固着していること
ヰコンクリートブロックの上に、市販の簡易魍ゃコンテナを乗せ

〝 ただけの状態のものは 「土地への定養性」

(iii) 建造物が家屋本来の目的 (mm-415m 貯蔵等) その目的とす



(6) (5) 、外となります。 ま

3)交付決定前に発注、

(ただし、
'

【ただし、 平成3 2 8

】

)

6)販売を目的と 商品等の生産
_

保証金、
9)電話代、

ぺン類、 インクヵ
ッジ、 用紙、 テ一プ類、 無地封筒、 CD・

DVD、 ・ SD ヵ一 ド、~ 段ボ一ル、
ーー)雑誌読料、 新聞代、
ー2)茶菓、 娯楽、

一

〟

(ただし、
トショッピング決済手

ー6)公租公課 ・

「免税事業者 - ・

者」 を除き、) ただし、
(ただし、

ー8)借入金などの支払利息おょび遅延損害金、クラゥ ドファンディ
ー9)免許

ク一ポン・ ポィン ト 自社
・ 手形での支払い、 相殺にょる決済

22)役員報酬、
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上記 ののから@に掲げる各費目に係る経費以外は、 融助
た迎のヵ`ら@に掲げる経費においても、 下記に骸当する鐘費は対象となりません。

ー)補助事業の目的に合致しないもの
2〉必要な経理書類を用意できないもの

県入、 契約等を実施したもの
` *展示会等への出展の申込みにっぃてのみ、 交付決定前の申込みでも補助対象となりま

す。 請求書の発行が交付決定日以後でなけれ鬱ま補助対象になりません。)
*見積の取得は交付決定前でも構いません。

今回の公募におぃては、 特例として、 。年6月 日以降に発生した経費を
遡って補助対象経費と して認めます。

4)自社内部の取引にょるもの (補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、 の
から@に掲げる経費のみ補助対象とする。

5)共同申請における共同事業者間の取引によるもの (共同事業者が共同事業者以外から調
達したもののぅち、 @から@に掲げる経費のみ補助対象とする。)

した製品、 調達に係る経費
7)オ一クノョノ叩の驚入 (インタ一ネッ トオ一クションゃフ丿マサィ トを含みます)
8)駐車場代ゃ事務所等に係る家県 敷金、 仲介手数料、 光熱水費

インタ一ネッ ト利用料金等の通信費
ー0)名刺ゃ文房具、 その他事務用品等の消耗品代 (例えば〟 名刺のほか、

一トリ はさみ、 クリァファィル、 0PP・CPP袋、
USBメモリ 電池、 梱包材の入などが補助対象外。)

団体等の会賽
飲食、 奢移、 接待の費用

ー3)不勤産の入 取得費、 自動車等車両の輔賽用
ー4)税務申告、 決算書作成等のために税理士、 公認会計士等に支払う費用おょび訴訟等の

ための弁護士賽用 r

ー5)金藺機関などへの振込手数料 発注先が負担する場合は補助対象とする。)、
代引手数料、 インタ一ネッ トバンキング利用料、'ィンタ一ネッ
数料等

(消費税 地方消費税は、 (字肖費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請
額を申請し、 その内容で交付決定を受けた 簡易課税事業者の単独申請

補助対象外とする。 旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
~ー7)各種保証・・保険料 旅費に係る航空保険料、 展示会等出展で主催者から義務

付けられた保険料に係るものは補助対象とする。〉
ング実施にかかる手数料

特許等の取得 登録費
20)講習会Hfiéfifi セミナ一研イ彦等参加費ゃ受講費等
2D商叩券Mm 仮想通貨 金券・商品券での支払い、
振出・他‡土振出にかかゎらず小切手

直接人件費



送付
25) 上記のほか、 して社会通念上、

(7) その他、

~

(委託先) の選定にあたっては、 ー件ぁたり税込ー o
2社以上から見積をと り、 (委託先)

んでください。 ただし、 (委託)

中古品 の入にっいては 2社以上

 

5.
(ー) 受付締切と手続の流れ

受付開始: 2月26日,(水)

ー年 ー月3 ー 日 (木) [締切日当日消印有効]

4月ー (水)

の (様式2) 「補助事業計画書」 (様式3) を作成して ください。

 

(様式2) おょび (様式3) の写しを、
' (通常業務時間内)

(様式4) の作成 ください
」

必
修正して、 (ただ

し、 その際には、 した最終版の写しを、
提出してください。) ・

(様式4) の作成を依頼する際には、 準備できた

  

(様式4) 受け取ってく だ
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23)各種キャンセルに係る取引手数料等
24)補助金応募書類 実績報告書等の作成 手続きに係る費用

〝 公的な資金の用途と 不適切と認められる経費

補助対象経費全般にゎたる留意事項

・補助事業を行ぅにぁたっては、 当該事業にっぃて区分経理を行ってください。 補助対象
経費は当該事業に使用 したものと して明確に区分できるもので、かっ証拠書類にょって
金額等が確認できるもののみとなります。
・補助事業における発注先 0万円超
を要するものにっいては、 より安価な発注先 を選

発注 する事業内容の性質上、 見積をとることが困難な
場合は、 該当企業等を随意契約の対象とする理由書を実漬報告時にご提出〈ださい。
*なお、 (車両を含む) 金額に関わらず、 すべて、
からの相見積が必須となります。この場合`理由譬の提出にょる随意契約での購入は、
補助対象経費として認められません。

申傭手繍

平成30年ー

第ー次受付締切:平成3

第2次受付締切:平成3ー年 0E (予定) [締切白当日消印有効]

【補助金申請の手続の流れ】
「経営計画書」 および

@ 「経営計画書」 「補助事業計画書」 縄 静 寶… ;年

寶皐 土〟 の地げの…工奮窓ロ に提出のうえ、 「事業支援計
画書」 交付を依頼して (繝までに余裕をもってお早めに
お越しください。)

*@において経営計画書おょび補助事業計画書の写しを地域の商工会へ提出した後、
要がぁれば、 内容を加筆 補助金事務局ヘ提出しても構いません。

実際に補助金事務局に提出 地域の商工会にも

*地域の商エ会に 「事業支援計画書」
他の提出物も併せてご用意くださぃ。

@後日、 地域の商工会が 「事業支援計画書」' を発行するので、



さい。

までに、 (P. 46) を
よく ご確認ください) を全てそろぇ、 以下 (2) 郵
送等により提出してください。

<留意点>
本事業は、

実施の際に、 このため、 社外の代理人の
「事業支援計画書」 の発行依頼等を行う

(様式4) の作成 ' 交付について>
当該商工会が全事業者分をまとめて ー通の様式
4を作成・

・

るほか` (あるいはC るほか、 (あるいはC商工会) が

・

場合 その他の書類
とあゎせて、 代表事業者が申請書類を全国商工
会連合会 (補助金事務局) し

〇〇
に所在するほか、E商エ会地区

の様式4を作成 ・〟交付するほか、 E商工会

 

 

 

 

 

 

 

( 2) 各都道府県商エ会連合会 ' 問い合わせ先
巻末ー覧をご確認ください。

(3) 提出資料

に提出して ください。
なお、 また、

(4>
します。

複数の共同申請ヘの参画は認められませ
ん。 万がー、 (採択後
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@受付締切 (当田肖印有効) 必要な提出物 (【W・ 応募時提出資料】
に記載の補助金事務局の住所まで、

(持参は受け付けません。)

小規模事業者自身が、 経営計画・補助事業計画等の作成時や採択後の補助事業
商工会の支援を直接受けながら取り組む趣旨です。

みで丶 地域の商工会ヘ相談ゃ ことはできません。

<共同申請の場合の事業支援計画警
ーー全ての共同事業者が同一商エ会地区
の場合 交付します。

2ー代表事業者がA商エ会地区に所在す A商工会が代表事業者の様式4を作成 交付す
B商エ会議所 B商工会議所

商エ会)地区にも参画事業者がいる 参画事業者の様式4を作成 交付します。
〈全ての様式4を一っにまとめ、

へ送付するものと
ます。)

〈参考)代表事業者がD商ェ会議所地区 代表事業者が商工会議所地区の揚合には、
都道府県商工会連合会ヘの申請はできませんc

にも参画事業者がいる場合 日本商工会議所の公募要領をご覧ください。
*この場合には、 D商工会議所が代表事業者

が参画事業者の様式4を作成・交付します。

(補助金地方事務局) への申請誓の提出先

「Wー 応募時提出資料」 〈P・46) で定める提出資料を 「各商工会連合会 小規模事
業者持続化補助金事務局」

必要に応じて追加資料の提出おょび説明を求めることがあります。 里
請害類等の返却はいたしません。

応募件数
同一事業者からの応募はー件と

*単独申請と共同申請参画との併願や、
複数応募が判明した場合には、 すべて不採択となります

に複数応募が判明した場合も、 遡って採択を取り消します)。
*複数の屋号を使用している個人事業主も応募はー件のみです。



6・

( ー ) .

「表ー

ので、

*(2) _

応募事業者全員 に対して、 採択または不採択の
~

事業概要、 住所、' 業
法人番号

 

(3) その他
〝

・

は、 重複して採択ぃた
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採択馨賽
採択審査方法

〝

補助金の採択審査は 提出資料にっいて、 :審査の攪点」 (Pこ39) に基づき、
有識者等により構成される審査委員会において行いまず。
採択審査は非公開で提出資料(篭子データ含む) により 行います (提案内容に関す
るヒアリングは実施しません。) 不備のないょう十分ご注意ください。

結果の通知
(共同申請の揚合には代表事業者)

結果を通知します。~
採択案件にっぃては、 補助事業者名、 代表者名、 補助事業名、

種、 (法人の場合) おょび補助金額を公表することがぁります。'
・ニ・離果の内容にっぃての問い金ゎせに&ま応じかねまず〝

〝

同ー事業者が同一内容で本制度以外の国の補助事業ゃ委託事業等と併願している揚合に
不合理な重複おょび過度な集中を排除するため、 しませんのでご留

意ください。
・採択された場合であっても、 予算の都合等にょり希望金額から減額される場合があります。
・申請書類ー式の提出先を誤ると受付を受理できませんので、 お間遠えのないよぅご注意く
ださい。



 

表ー
 

 

要件を満たさない場合には、 その提案は失格と し、

その後の審査を行いません。

「補助対象者」 (P. ー~2) および
と

 

経営計画書 一 総合的な評価
 

「平成3 0年7月豪雨」 自社
・ サービスの強みを十分に把握のうえ、 それらを踏まえた経営方

「平成3

「平成3

・ 適切性
販路開拓を目指すものと して、 経営計画の今後

の方針・ また、 その内容は、 具体的で、

(共同申請の場合 : 補助事業計画が、 全ての共同事業者における、 それぞれの経営計画
の今後の方針 ・

*岡山県 ・ 広島県 引き続きこれら

 

III. その他
「小企業者」 が全体の5割以上

採択されるよう、

 

 

 

7.
2

した後3 0
または平成3 2年ー月 ー OE! (金) (予定)

提
交付すべき補助金額の確認作業を行います。

 

日(火)
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:審査の観点
L基礎審査
沈の要件を全て満たすものであること。

@必要な提出資料がすべて提出されていること
@ 「補助対象事業」 (P・22~23) の要件に合致すること
@補助事業を遂行するために必要な能力を有するこ
@小規模事業者が主体的に活動レ その技術やノ ウハウ等を基にした取組であること
立,加点審査

補助事業計画書にっいて、 以下の項目に基づき加点審査を行い、
が高し`ものから順に採択を行います。

の自社の経営状況分析を踏まえた経営方針と今後のプランの適切性
〇 の影響を踏まえた自社の状況ゃ、 顧客ニーズや市場動向、
ゃ自社の提供する商品
針と今後のプランを適切に立てているか。

@ 。年7月豪雨」 の影響
〇自社の経営上、 。年7月豪雨」 の影響を受けた事業者と認められるかc

@補助事業計画の有効性
〇補助事業計両は 豪雨の影響を克服し、

プランを推進するために必要かっ有効なものか。
当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。

ブランを推進するために必要か。)

・愛媛県に所在する事業所で直接被害を受けた事業者で、
3県内で販路開拓の取り組みを行う場合は、 政策的点から加点を行います。

(常時使用する従業員の数が5人以下の事業者を指します。)
優先的に採択します。

藁藁襄施期闔讐
'蝉定日 (*平成3 。年6月 8 日まで遽及可龍)ヵ`ら襄~=

錘團2 圭でです。
上記実施期限までの間で、 事業を完了 (補助対象経費の支払いまで含みます)
日を経過ずる曰、 (補助金事務局必着) のいずれ
か早い日までに実施事業内容および経費内容を取りまとめ、 提出しなければなりません。
出いただぃた資料に基づき、 順吹、

“3115231951 2月3ー



8.
本事業の採択と なった事業者は また、 公募要領 `

P. 21~22 記載の 「重要説明事項」 について、 十分にご留意くたさい。

~

し、 (様式5)
した後、

(「補助金交付申請書」 「補助事業計画書」 (様式3) を兼用)。

ません。

は、 申請しなければなり
ません

は P 44 「3・ を参照
ください
なお、

は、 '

また、 当該

'

したとき または中止、 は
しなければなりません。

なお、

`

完了後、 当該年度の終了後5年問 (=202 5年3月 3 ー 日 (予定) まで) 保存しなけれ

た、 または に
ださぃ。 中小企業の会計に関

P. 44 「4・

いて」 を参照ください。
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補助薫彙者の讐務
以下の条件を守らなけれぱなりません。

の交付決定 〟

本事業にっいてば 事業者の利便を考慮 応募時に 「補助金交付申請書」
を併せて提出してぃただき、 補助金事務局でお預かり 採択後に正式受理します

の添什類は
本事業の採択となった事業者は、補助金の交付に係る必要な手続き を行ゎなけれぱなり

交什申請書の記入にぁたって 消費税等仕入控除税額を減額して
哨費税および地方消費税相当額を予め補助対象経費から減額して申請を行う)

消税等仕入控除税額にっいて 消費税等仕入控除税額にっぃて」

採択となっても、 交付決定時点で対象外経費の計上等の不備が発見された場合に
申請書類の訂正 再提出を求めます。
交付決定を受けても実績報告時に対象外経費の計上が発見された場合には、

支出を除いて補助対象経賽を算出するよ う補助金事務局から連絡を受けます。

@事業計画内容ゃ経費の配分変更等
交付決定を受けた後、 補助事業の経賽の配分や内容を変吏しょう とする場合、 または補

助事業を中止 (一時中断〉、'廃止 (実施取りゃめ)を他に承浄迷させょうとする場合は、 裏
齔承認を得なければなりません。

@補助金の交付
補助事業を完了 廃止の承認を受けたとき 実績報告書を提出

実施した事業内容の審査と経賽内容の確認_等に'ょ り交付すべき補
助金の額を確定した後〟 精算払いとなります (概算払いは認められません)。

補助金は経理上、 支払~丶額の確定を受けた事業年度における収益と して計上する
ものでぁり、 法人税・所得税の課税対象となります。

@補助対象事業の経理
補助事業に係る経理にっいて 帳薄ゃ支出の根拠となる証拠書類にっぃては、 補助事業

ばなりません。
「中小企業の会計に関する基本要領」 「中小企業の会計に関する指針」

拠った信頼性のぁる計算書類等のイ催成おょび活用に努めてく
する基本要領等の詳細にっいては、 中小企業の会計に関する基本要領等にっ



'9・ その他

'

また、

原則と して、 り、

この検査により補助
これに従ゎなければなり ません。

(昭和3 0年法律第
ー 7 9号)」 (例: をした

返還命令
'

また、 当該法令にょる罰則のほか、 採択取'
消、 (加算金付き) 等の処分を受ける可能性 〝

本補助金は、 所得税法第4_2条 または法人税法
第4 2条
助金等に該当
したかっで

に充てた場合には、 所得税法第4 2条または法人税法第4

ので
なお、 個人を特定で

自社内で調達を行う場合には、 利益を排除しなければなりませ
ん。

該当 して計上できません。 共同申請におぃて共同事業者間
で必要な物品・ 当

「補助事業の手引き」 を事務
局から配布ぃた 不

`

の 補助事業を実施することにょり産業財産権が発生した場合は、その権利は補助事業者 [
に帰属 します。

, の 補助事業の進捗状況確認のため、小規模事業者持続ィ齔補助金事務局等が実施検査に入
ることがぁります。 補助事業完了後、 補助金使用経費にかかる総勘定元帳等の検
査に入ることがぁります。

の 補助事業完了後の補助金額確定にあた 補助対象物件ゃ帳薄類の確認
ができない場合にっぃては、 当該物件等に係る金額は補助対象外となります。

@ 補助事業完了後、会計検査院が実地検査に入ることがぁります。
金の返〟還命令等の指示がなされた場合には、

@ 補助事業者が 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
等に違反する行為等 他の用途への無断流用、 虚偽報告など)

場合には、 補助金の交付決定の取消 (加算金の徴収を含む)、 不正の内容の
公表等を行うことがぁります。

法令に遠反してぃることが明らかな場合、
交付決定取消や交付済み補助金の全額返還

〝

がぁります。

@ 個庫補助金等の総収入金額不算入)
個庫補助金等で取得した固定盗産等の圧縮額の損金算入) に規定する国庫補

します。

当該補助金を補助金の交付の日的に適合した固定資産の取得または改良
2条の規定を適用することが

できます

の 本補助金の採択事業者等に対し、補助金を活用 して取り組む事業ゃその効果等を把握
するためのァンケー ト調査を実施することがあります(補助事業完了後のフォ廿ーアッ
プ調査含む) その際にはご協力をお願ぃいたします。

ァンケートに際してご提供し丶ただし丶た情報は、 統計処理を行ぃ
きない形で公表する可能性がぁります。

@ 調達価格に含まれる
当該調達品の製造原価を構成ずる要素でぁっても、 持続ィヒ補助金の補助対象経費に
しないものは補助対象経賽と

サービスを調達した場合も自社内で調達した場合と同様とみなされ、
該取引は対象外となります。

@ 交付決定時に、 補助事業実施に係る注意点等を記載した
します。 補助事業実施前に 「補助事業の手引き」 を必ず確認のうえ、

朋点は事務局にお問合せくださぃ。

4ー`



 

111.

ー・

り算出すること と

し ます。

'
を上限と し、 日当は認めない

'

 

甲地方 乙地方
宿泊料 (円/泊) 10,900 9,800

地域区分 東京都特別区、 さいたま市、 左記以外のすべて
千葉市、 川崎市、 相
模原市、 名古屋市、 京都市、
大阪市、 堺市、 広島
市、 福岡市

 

 

  

 

 

 

 

指定都市 甲 乙 丙
 

宿泊料 (円/泊) 19,300 16,100 12,900
 

北米 (アメ リカ合衆国、 カナダ) サンフランシスコ、 ワシントン
DC

 

ド

イタリア、 北欧四か国 ロンドン`

等)
 

(ロシァ、 ポーラン ド、 チ
モス

ェコ`
 

 

中近東 〇
 

東南アジァ (イ ン ドシナ半
島 (シンガポール、

シンガポール 〇
ァジア フィ

リ
 

 

 

 

 

   

 

中南米 O
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賽考實料

旅費の支給基準にっいて
補助対象経費に計上する旅費は、 国が定める支給基準を踏まえた基準にょ

最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の実費により計算する。
'宿泊料は以下の表に基づく金額 Q肖費税・地方消費税抜の額)
ものとする。
その他旅費支給に関する詳細は交付決定時に示すものとするc

(内国旅賽)

(字肖費税'地方消費税抜の御 (字肖費税'地方消費税抜の御

横浜市、

神戸市、

(外国旅賽)

11,600
ロサンゼルス丶 ニューヨーク`

0

西欧(イギリス、 フランス`

イツ、 ジュネーブ` パu 〇

欧州
束欧

ハンガリー等) クワ 〇
` アブダビ、ジッダ、クウェート、

u ヤ ド

の
図
薄
藍

タィ、

ミャンマー、 マレーシァを
含む)、インドネシァ、
ピン等)` 韓国、 香港等

南西アジァ(インド等)、ア
ジア大陸く中国等)、台湾等



 

 

(ォース
ランド、 ミクロネシア、

 

アフリカ
 

 

南極地域
 

 

   

2.

により支出する二とと

 

 

区分 民間

 

11,300
10,462

 

9.700
8,981

 

8.700
8,055

大学学部長級

 

7,314
大学教授級ー

ー7

会長・社長・役
員級

市町村長

 

工場長級 部長級
 

6,481
 

6.100
5,648

12

部長級
 

課長級
 

4,722
 

4,259

室長級
 

課長補佐級
 

3,333
ー2 係員ー 課員ー

 

2,407 係員2 課員2
 

 

1.600

1,481
  

大学助手級以下3

 

 

 

課員3
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大洋州 トラリァ丶ニュ}ジ一
ポリネシア、

メラネシア等)

アビジャン

謝金の支出基準にっいて
謝金単価にっいて内規等による定めがない場合、 下表に定める標準単価 (時間単価は消費税'

地方消費税抜の額) します。

標準単価 分野別職位等
時問単価
硝賽税'
地方消賽
税抜の額)

大学の職位
大学の職位にぁる
者の平均勤続年数

地方公共団体等

大学学長級

大学副学長級

7,900

年以上
知事・

7,000 大学教授級2

大学准教授級
年以上

課長級

5,100 大学講師級

4,600 大学助教'助手級
12 年未満

課長代理級

係長'主任級

3,600 大学助手級以下ー
年未満

2,600 六学助手級以下2
8年未満

4年未満 係員3



3.
税制上、 、 特定収入となるため、

補助事業に係る課税仕入れにと となるため、 この還付と補助金
交付が二重にならないよう、 原則と ことと

 

' (2・ 右上の 「税抜 ・

(様式5) (6.
以下をのぅえ、 ください。

・

に〇 に〇が可能
※複数事業者による共同申請の場合には、

税抜にて算定いただく よ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.
(中小会計要領) は、 その

また、 中小企業の会計に関する指針 (中小指針) は、 会計専門家が役員に入ってし丶る会計参与
されているよ うに、

※詳細にっいては`

5.
等の規定によ り、

付を受けて行う事業) の結果によ り収益 が生じた場合には、 補助金
交付額を限度と
り ます (これを 「収益納付」 と言います)。

「補助金によ

44

消費税轟仕入控除税額にっいて
補助金は消費税の課税対象となる売上収入ではなく 事業者に

消費税を含む補助金が交付された場合、 補助金と して受けた消費税も事業者の売上げにともな
う預かり消費税の対象にはなりません。

もなし\ 還付金が発生すること
して予め補助対象経費から消費税額を減額しておく

します。

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては丶補助事業の遂行に支障をきたす恐れがあるため`

消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものと します。

の 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
@ 免税事業者である補助事業者
@ 簡易課税事業者でぁる補助事業者

(様式3) 補助藁業計画賽 経費朋細表) 税込」 の遭択区分
~ 小規槙裏鶏餓イヒ補助金交付申請譬 消賽税の遭用に関する裏項)
に記載の区分には、 いずれかに必ず〇を付けて

幕業者の区分 薫税幕業者 免税 簡易轢税裏業者
補助腺経費の記戴 「税抜」 「税込」

連携する事業者に免税・簡易課税事業者がいる場合で
も、 うお願いいたします。

中小企藁の会叶に関する基本要領篭にっいて
中小企業の会計に関する基本要領 中小企業の多様な実態に配慮し、

成長に資するため、 中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、 参照するための会計処理
や注記等を示したものです。

設置会社が拠ることが適当と 一定の水準を保った会計処理を示したもので
す=

中小企業庁ホームぺージを参照ください。
httD 5//www.chush0.meti.go.jp/Zaimu/vourvou/index.htm

収益納付にっいて
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」 補助事業 (補助金の交

(収入から経費を引いた額)
して収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があ

本補助金にっいては、 事業完了時までに直接生した収益金にっいて、 補助金交付時に、 交付す
べき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。
なお、こニで言う り直接生じた収益」とは以下のよ うなケースを想定しています。



(ー) (機械装
`

(2) トショ (買ぃ物ヵ 決済機能の付加) の活用で
トショ

(3)

(4)
(5)

収入
(6) 移動販売事業等での販売・ サーピス提供にょる利益

~

   

 

 

にぁる は 「あり」 収
して

〟 `

〝 ~

' 改良 トショ 「広告の掲載」、 「店舗改装] `

などは、 ここでいう
益」 には該当
また、

には該当 しません。 '
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<捕功金にょり直接雌が生じる (尋交付ずべき補功金かの …='…州 ヶースの例>
補助金を使って入した設備で生産した商叩の販売サービスの提供にょる利益
桂等費等か補助対象の場合)
補助金を使って構築した自社のネッ ップ ゴ、

の販売ゃ、 他社の運営するィンターネッ ッヒングモールでの販売にょる利益 (広報
費が補助対象の場合)
補助金を使って実施または参力ロすろ展示販売会での販売による利益 (展示会等出展費等が
補助対象の場合) '

補助金を使って開発した商品の販売にょる利益 潤発費等が補助対象の場合)
販売促進のための商品PRセミナーを有料で開ィ崔する場合に 参加者から徴峡する参加費

(借料等が補助対象の場合)
補助金で車両の入し、 (aim
が補助対象の場合)

入費

上にぁるケースのょうな補助事業を行う場合は、 「(様式5) 小規槙事業者持続イヒ補助金交付申
請書」 「5. 補助事業に関して生ずる収入金に関する事項」 と回答のうぇ、
入金に関する事項と 「参加者から徴収する参力=収入」 「展示販売会での販売にょる利益J
等と簡潔にご記入ください。

「商品の生産ゃサーピスの提供に直接関わりをもたない備品の入」 「チラシの作成ゃ 〝

配布」、 「ホームぺージのイ償成 (ネ ッ ップ構築を除く)」、
収益との因果関係が必ずしも明確でないため、 「補助金にょり直接生じた収

しないと考ぇます。
「設備処分費J の支出は 廃棄または所有者ヘの返還を前提と した経費文出のため、 「補

助金にょり直接生じた収益」



N.

 

 

提出物 必要部数
 

応募者全

 

(様式ー一ーまたは
ー一2) 【必須】

原本ー部
は ー」 を提出してく

の場合は
別添

を提出し
てください。

 

(様式2) 【必須】

原本ー部 各社ごと

 

原本ー部 グル一プ全

 

(様式3) 【必須】

 

原本ー部

 

(様式5) 【必須】

原本ー部

 

=E'

記入した以下のデ一タ

(様式2)

(様式3)
(様式5)

ーつ

様式ー、 様式2、
様式3、
のファイル と して
保存し、 例えば、
〈株) d。c (' d。cx)

のように、 名前を付けて保存し
てください

採択審査を行ぃま
す
は、

各社ご と

(様式2) の電子
テータを全て入れてくたさい。

 

 

 

 

 

 

合)

 

 

写し
可) (様式2)
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応寡時提出賽料
〈ご自身での確認のため、用意できた提出物のロに因(チェック)を付けましょう。)

備考

E
ロの小規模事業者持続化
補助金事業に係る申請
耆

〇ー事業者による単独申請の場合
「様式ー一

ださい。`

〇複数事業者による共同申請
「様式ー一2」 および

「複数事業者にょる共同申
請/共同申請者一覧」

ロ@経営計画馨 〇共同申請の場合には、
に作成してください。

囗@補助事業計画讐 〇共同申請の場合は、
体でーっの計画書となります。

〇地域の商工会が発行します。 締
切までに十分な余裕をもって、
お早めにお越しください。

ロ@補助金交付申請讐 〇審査の結果、 採択となった者の
申請書のみ正式受領します

ロ@曇壬董蛙 ch…sBメ
`

※電子媒体に必要事項を

を全て入れること

@申請書 (様式ー)
@経営計画書
@補助事業計画書

@交付申請書

〇電子デ一タは押印前のもので構
いません。

〇電子データは、
様式5を分割せずーっ

(w。rd形式)

〇〇の様式

〇電子媒体に保存いただし`たデ一
タをもとに、

(電子媒体の送付がない揚合
採択審査ができません‰

〇共同申請の場合には、
の経営計画書

写しー部
(公的馨類
添付の場

公的賽類 (罹災詮明書等'
または経営計画書

の「直接被害状況欄」記入+写真



 

(様式2)
害状況欄」 記入

 

分) 【必須】

確定
申告書 (表紙 (受付印のある用
紙)
計算)) を提出してください。

各社の証

 

【必須】

原本ー部

各社の証

であり、 卜上で閲

法的な
証明力はなく、 証明書としては

 

第二表、 収支
- 2面) また

(ー ~4面)】 (税務
署受付印のぁるもの)
または開業届 (税務
署受付印のぁるも
の) 【必須】

益計算書
を作成し提出

合のみ、 申請時の段階で開業し
ていることがゎかる開業届を提

ください。

表紙に受付印がない場合には、
税務署が発行する、
「納税証明書 (その2 :所得金

(コピー不可) を

(受信通知)」
を受付印の代用と して添付して
ください。

各社の申
告書を提出してください。

 

 

  

原本ー部
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経営計画書 の「間接被

法人の場 ロ@貸借対照表おょび損
益計算誓 (直近ー期

写しー部 〇損益計算書がない場合は、

および別表4 (所得の簡易

〇決算期を一度も迎えていない場
合は不要です。

〇共同申請の場合には、
明書を提出してください。

ロ@現在事項全部証明
書または履歴事項全
部証明讐

〇申請書の提出日から3か月以内
の日付のものに限りますc

〇共同申請の場合には、
明書を提出してくださいc

〇法務局 (登記所) 発行のみ有効
ィンターネッ

覧できるサ一ピスを利用して取
得できる登記情報には、

認められません。
個人事業
主の蠣合

ロ@直近の確定申告誓
【第一表、

内訳書い
は所得税青色申告決算
警

※収支内訳書がない場合
は貸借対照表ぉよび損

(直近ー期分)

写しー部 〇決算期を一度も迎えていない場

出してください。
〇開業してから決算期をー回以上
迎えている場合には、 所得額に
関わらず確定申告書を提出して

〇確定申告書を書面提出した方で

額の証明書)」
追加で提出してくださいc

〇電子申告をした方は、「メ一ル詳
細 を印刷したもの

〇共同申請の場合には、

自動車等 ロ車両購入の理由讐 〇購入を予定している車両の見積



 

 
 

負担いただきます。

 

 

等
`

援支定策画計営経談相の

剛提等書請申付交誓画儒

I
;応@

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

檎
助
金
地
方
薫
務
局

(
E
m
u
-
n
i
n
e
s
)

 
 

 

 

 

 

採
択
馨
賽
委
賽
会

 

 
 
 

設
置
・
事
務
手
続

 
 

(様式6) 【必須】

 

 

入を予定

左上ーか所でクリッブ止め (ホチキス止めは不可)
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付交 金助補 

 

全
團
商
ェ
会
遭
合
会

 

申請_o

書あるいはヵタログ等を添付し
て< ださい。

確認・添付用紙「様式4」
の作成・交付

(事業の実施)

@採択・不採択の通知

@補助事業完了 ・報告

@確定検査 (交付額の確定)

@補助金請求

各地商エ会

讐類等の返却はしません。
※必須提出膏類の提出がない壌合は失格とします。

する事業
者の場合
※用紙サイズはA4で統一し、 してください。

車両の購

※提出書類等の作成・送付に係る費用は補助対象外でぁり、 応寡者の方に

V'奮藁のスキ一ム

@補助金の交付 (支払)


